
王
朝
国
家
函
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

王

朝

国

家

国

街

軍

制

の

は

め

に

本
稿
は
、
一

O
J
一
一
一
世
紀
に
お
け
る
国
街
を
拠
点
と
す
る
軍
事
編
成
の
制

度
復
元
を
行
い
、
そ
の
変
動
の
方
向
を
展
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
的
支

配
関
係
の
形
成
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
す
王
朝
国
家
の
特
質
の
一
端
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
O
J
一
一
一
世
紀
は
、
戦
後
の
主
導
学
説
に
よ
れ
ば
古
代
国
家
の
没
落
過
税

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
中
世
的
諸
閃
係
H
U
領
主
制
の
発
展
を
飢
止
す
る
国
家
権
力

の
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
。
か
か
る
学
説
の
支
配
す
る
な
か
で
、
武
士
団
成

立
論
は
古
代
国
家
に
抵
抗
し
な
が
ら
領
主
制
を
展
開
す
る
在
地
領
主
岡
山
の
反
権

力
組
織
と
し
て
の
側
面
だ
け
が
評
価
さ
れ
、
個
別
式
士
団
内
部
の
封
建
的
関
係

の
検
出
に
努
力
が
傾
注
さ
れ
だ
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
六

0
年
代
に
入
り
、
封
建
的
諸
国
係
の
形
成
に
対
す
る
国

家
権
力
の
能
動
的
・
促
進
的
役
割
を
強
調
す
る
王
朝
国
家
論
昨
日
登
場
す
る
と
、

古
典
的
武
士
成
立
論
は
根
本
的
再
検
討
を
せ
ま
ら
れ
、
武
士
を
国
家
の
軍
事
力

編
誠
一
り
な
か
で
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
新
た
な
視
点
が
提
起
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
六

0
年
代
後
半
に
、
石
井
進
・
戸
田
芳
突
両
氏
の

画
期
的
研
究
が
あ
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
、
こ
こ
に
中
世
成
立
期
国
家
史
研
究
の

じ

四
四

構

造

と

展

開
下

向

井

龍

彦

重
要
な
分
野
と
し
て
の
国
街
軍
制
論
が
確
立
す
る
。

石
井
氏
は
、
院
政
期
の
国
向
か
組
織
し
た
軍
事
力
の
構
成
を
『
今
背
物
詩
集
』

の
一
説
話
を
素
材
に
図
式
化
し
(
私
的
従
者
・
在
庁
守
人
・
国
ノ
兵
共
)
、
国

街
軍
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
国
司
の
命
令
の
目
立
に
戦
闘
に
参
加
す
る
根
拠
を

国
司
と
の
私
的
関
係
の
あ
り
方
に
求
め
ら
れ
た
。
戸
田
氏
は
九

t
一
O
世
紀
の

武
士
発
生
史
を
軍
制
論
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
視
点
を
多
角
的
に
一
示
し
、
一

O

枇
紀
以
降
一
国
単
位
で
編
成
さ
れ
た
「
諸
国
兵
士
制
」
を
提
唱
さ
れ
、
そ
の
実
態

究
明
を
試
み
る
と
と
も
に
徴
募
・
動
員
形
態
の
具
体
的
究
明
を
課
題
と
し
て
残

さ
払
目
。
本
稿
は
、
両
氏
の
問
題
提
起
を
う
け
と
め
、
以
下
に
示
す
視
点
と
方

法
に
よ
っ
て
王
朝
国
家
軍
制
研
究
を
さ
ら
に
一
歩
前
進
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
す

る
も
の
で
あ
る
。

王
朝
国
家
を
独
自
の
国
家
段
階
と
み
る
筆
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
一

O
J

一
二
世
紀
の
王
朝
国
家
権
力
は
、
直
面
す
る
軍
事
課
題
を
解
決
す
る
た
め
全
国

的
規
模
で
制
度
化
さ
れ
た
固
有
の
軍
制
を
保
持
し
て
い
た
と
想
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
全
国
に
対
し
て
一
般
的
に
行
使
さ
れ
る
た
め
に
は
、

中
央
政
府
の
最
高
の
軍
事
指
揮
権
の
も
と
に
「
国
」
と
い
う
行
政
的
区
分
に
も

と
づ
い
て
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
、
王
朝
国
家
論
は
、



中
世
的
支
配
関
係
の
形
成
を
促
進
す
る
権
力
の
役
割
を
強
調
す
る
。
中
世
的
支

配
関
係
の
一
つ
の
柱
は
「
封
建
的
主
従
制
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
来
軍
制
の

原
理
で
あ
り
、
王
朝
国
家
軍
制
の
制
度
的
形
式
が
中
世
の
「
封
建
的
主
従
制
」

を
準
備
す
る
う
え
で
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
た
か
と
い
う
視
点
が
提
起
さ
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
如
き
視
点
の
も
と
に
国
街
を
拠
点
と
す
る
王
朝
国
家
軍
制
の
制
度
復

元
に
着
手
す
る
に
あ
た
っ
て
、
分
析
の
鍵
と
な
る
の
が
「
迫
捕
官
符
」
で
あ
る
。

石
井
・
戸
田
氏
の
国
術
軍
制
論
で
は
、
国
術
内
部
の
軍
事
力
の
実
態
は
究
明
さ

れ
た
が
、
国
街
の
軍
事
編
成
に
お
い
て
国
家
権
力
が
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し

て
い
た
の
か
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
た
。
軍
事
力
の
編
成
・
発
動
の
窮
極
の

源
泉

1
最
高
の
軍
事
指
持
梅
か
国
家
権
力
に
あ
り
、
国
家
法
の
な
か
に
制
度
的

位
位
づ
け
(
た
と
え
成
文
化
さ
れ
な
く
て
も
)
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
迫
捕
官
符
」
の
役
割
・
機
能
を
分
析
し
、
つ

い
で
重
犯
検
断
手
続
、
軍
勢
催
促
手
続
を
復
元
し
て
国
術
軍
制
の
基
本
構
造
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
与
え
て
王
朝
国

d

一
本
軍
制
の
諸
段
階
を
論
じ
た
い
。

註
(
1
)

石
母
田
正
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』
。

(
2
)

安
田
元
久
「
武
士
団
の
形
成
」
(
『
諒
一
日
本
歴
史
』
古
代
4
八
旧

版
〉
)
。

(
3
)

戸
田
芳
突
「
中
世
成
立
期
の
国
家
と
農
民
」
(
『
日
本
史
研
究
』
九

七
)
、
「
中
世
社
会
成
立
期
の
国
家
」
(
『
山
村
川
日
本
歴
史
5
中
世
社

会
の
形
成
』
)
が
、
王
朝
国
家
論
を
理
論
的
に
展
開
し
て
い
る
。

(
4
)

註
(
3
)
戸
田
論
文
。

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
艮
閃
(
下
向
井
)

(
5
)

石
井
進
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
(
『
史
学
雑
誌
』
七

八
ー
一
二
)
。

A
6
)

戸
田
芳
実
「
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
畑
一

mm畑
一
位
…
一
編
『
中
世
の
権

カ
と
民
衆
』
)
。

一
、
追
捕
官
符

付
王
朝
国
家
軍
制
と
追
捕
官
符

保
延
一
万
年
(
一
一
三
五
)
四
月
八
日
の
海
賊
対
策
を
め
ぐ
る
陣
定
の
議
論

は
、
王
朝
国
家
軍
制
を
大
観
し
、
そ
の
変
動
の
方
向
を
う
か
が
う
う
え
で
、
貴

重
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
関
白
忠
通
の
「
近
日
海
賊
競
発
、
上
下
船
不
通
、

何
可
追
討
之
由
、
雌
給
宣
旨
於
国
司
等
、
子
今
不
叶
、
何
様
可
行
哉
、
人
々
相

議
可
被
申
」
と
い
う
発
議
に
対
し
、
大
宮
大
夫
師
籾
は
「
前
日
、
仰
国
卒
、

可
令
各
国
内
武
勇
輩
追
討
之
由
、
宣
下
巳
単
者
、
国
司
各
守
制
符
、
下
知
国
武

勇
士
、
可
令
追
討
也
、
而
未
宣
旨
於
施
行
欣
」
と
述
べ
、
権
中
納
言
顕
頼
は

「
海
賊
首
所
々
庄
々
住
人
者
、
被
仰
本
所
、
被
召
進
由
可
被
仰
」
と
述
べ
、
右

大
臣
宗
忠
は
「
備
前
守
忠
盛
朝
臣
、
検
非
違
使
為
義
等
、
可
追
討
由
被
仰
下
、

何
事
之
在
哉
」
と
述
べ
、
結
局
、
「
忠
盛
朝
臣
且
為
備
前
国
司
可
有
便
宜
也
、

早
可
追
討
由
被
仰
下
忠
悦
唯
一
制
臣
可
宜
」
と
い
う
鳥
羽
院
の
意
思
に
よ
っ
て
「
追

討
宣
旨
」
が
発
給
さ
れ
た
。

右
の
陣
定
の
論
議
か
ら
、
院
政
期
の
軍
事
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
次
の
三

つ
の
方
式
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
、
国
司
に
「
追
討
宣
旨
」
を
発
給
し
て
鎮
圧
す
る
方
式
。
図
式
的
に
は
、

太
政
官
|
〔
追
討
宣
旨
〕
↓
国
司
|
〔
下
知
〕
↓
国
内
武
勇
楚
と
示
す
こ
と

凶
五



王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

が
で
き
る
。
か
か
る
軍
勢
催
促
方
式
を
国
街
軍
制
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

二
、
平
忠
盛
、
源
為
義
ら
武
勇
の
貴
族
に
「
追
討
宣
旨
」
を
給
い
、
彼
ら
を

追
討
伎
と
し
て
現
地
に
派
泣
し
て
鎮
圧
す
る
方
式
。
源
義
親
追
加
)
の
さ
い
の

「
催
近
境
国
々
兵
士
、
令
因
幡
守
正
盛
追
討
之
由
、
被
下
宣
旨
了
」
の
記
事
が

示
す
よ
う
に
、
「
可
追
討
某
国
住
人
凶
賊
某
」
の
文
言
を
も
っ
「
追
討
宣
旨
」

を
蒙
っ
た
追
討
使
回
、
広
域
諸
国
に
対
す
る
軍
勢
催
促
権
を
与
え
ら
れ
て
い

る。
三
、
海
賊
を
は
た
ら
く
「
所
々
庄
々
住
人
」
を
本
所
に
命
じ
て
召
進
さ
せ
る

方
式
。以

上
の
三
つ
の
方
式
を
図
式
的
に
示
せ
ば
左
図
の
と
お
り
で
あ
る
。

↓↓ 

↓↓ 

〈
召
進
宣
旨
〉

1
1
ψ

本
所

1
1
1
1
1
1
V
海
賊
首
所
々
庄
々
住
人
)

こ
の
う
ち
、
軍
制
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
第
一
の
「
国
街
軍
制
」
と
第

二
の
「
追
討
使
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
公
卿
の
最
高
会
議
で
あ
る
陣

定
で
審
議
さ
れ
「
追
討
宣
旨
」
に
よ
っ
て
軍
勢
催
促
と
賊
徒
鎮
圧
が
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
国
街
を
通
し
て
軍
勢
催
促
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
六

保延元年の海賊対策

い
ま
ひ
と
つ
、
こ
の
事
例
か
ら
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題

は
、
一
二
世
紀
段
階
に
な
る
と
、
「
子
今
不
叶
」
、
「
此
事
不
可
叶
山
の
文
言
が

端
的
に
示
す
よ
う
に
、
国
街
軍
制
に
よ
る
鎮
圧
は
有
効
に
機
能
し
な
く
な
り
、

追
討
使
派
遣
や
本
所
石
遂
に
よ
っ
て
軍
事
問
題
か
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
院
政
期
に
お
け
る
国
街
軍
制
の
変
質
を
一
広
す
重

要
な
論
点
と
し
て
注
目
し
た
い
(
後
述
)
。

さ
て
、
九
J
一
一
一
世
紀
の
期
間
に
、
諸
国
に
宛
て
て
「
追
討
」
・
「
追
捕
」
・

「
捕
進
」
な
ど
を
命
じ
た
官
文
書
(
「
勅
符
て
「
官
符
」
・
「
宣
旨
」
)
は
、
管
見

の
範
囲
で
は
推
定
を
含
め
一
一

O
余
例
に
及
的
、
延
菩
元
年
東
国
乱
、
承
平
・

天
慶
の
乱
、
万
伊
入
也
、
平
忠
常
の
乱
、
前
九
年
の
役
、
源
義
親
の
乱
、
治
承

寿
永
の
乱
ま
で
の
大
規
模
な
反
乱
は
も
ち
ろ
ん
、
図
府
襲
撃
、
国
司
・
国
使
殺

害
な
ど
当
時
頻
発
す
る
一
般
的
な
反
国
街
蜂
起
を
含
み
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
概

観
し
た
だ
け
で
、
王
朝
国
家
の
軍
事
課
題
か
中
央
政
府
の
追
捕
指
令
に
よ
っ
て

鎮
圧
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
「
追
討
」
と
「
追
捕
」
の
文
言
、
「
勅
符
」
・
「
官
符
」
・

2
昔
日
」
の

文
書
形
式
の
ち
が
い
に
つ
い
て
一
一
百
ふ
れ
て
お
こ
う
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ

の
相
違
は
、
壬
朝
国
家
段
階
に
お
い
て
は
事
態
の
重
大
性
、
緊
急
性
の
程
度
に

つ
い
て
の
中
央
政
府
の
認
定
に
も
と
づ
く
き
わ
め
て
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
謀
級
以
上
」
の
「
急
速
大
事
」
の
う
ち
国
司
が
「
飛
駅
中
奏
」

し
た
も
の
は
、
一
般
的
に
は
「
追
討
勅
符
」
が
発
せ
ら
れ
、
「
軽
」
と
判
断
さ

れ
た
ら
「
守
口
符
」
が
出
さ
れ
る
。
ま
た
「
解
文
」
で
申
請
し
た
場
合
、
「
重
」

と
判
断
さ
れ
れ
ば
「
奉
勅
官
符
」
、
一
般
的
に
は
「
上
宣
官
符
」
で
発
給
さ
れ

る
。
一
一
世
紀
後
半
を
境
に
、
「
追
捕
官
符
」
か
ら
「
宣
旨
」
に
変
化
す
る
傾

図1



向
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
は
、
官
文
書
の
「
官
符
」
か
ら
「
宣
旨
」
へ
の
変

化
の
一
般
的
傾
配
と
符
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
形
式
的
に
区
別
し
う
る

が
、
そ
の
機
能
・
効
果
に
根
本
的
な
相
違
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
こ
で

以
下
、
特
に
区
別
す
る
必
要
の
な
い
か
ぎ
り
、
「
追
捕
官
符
」
の
呼
称
に
統
一

し
て
論
を
す
す
め
る
。

以
上
、
こ
こ
で
は
九
J
一
二
世
紀
を
通
じ
て
「
追
捕
官
符
」
が
政
府
に
よ
る

軍
勢
催
促
と
反
乱
鎮
圧
の
唯
一
の
合
法
的
根
拠
で
あ
っ
た
こ
と
、
国
街
軍
制
で

あ
れ
追
討
使
派
遣
で
あ
れ
、
「
国
」
と
い
う
行
政
領
域
が
軍
勢
催
促
の
単
位
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
王
朝
国
家
は
、
「
追
捕
官
符
」
を
通
し
て
全
国
に

対
す
る
ほ
以
高
の
軍
事
指
搾
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

伺
軍
事
課
題
1

重
犯
と
「
凶
党
」
蜂
起
|
|

そ
れ
で
は
、
「
追
捕
官
符
」
は
現
実
に
い
か
な
る
事
態
が
発
生
し
た
(
と
認

定
さ
れ
た
)
場
合
、
発
給
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
王
朝
国
家

が
直
面
し
た
軍
事
課
題
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
追
捕
官
符
」
の
適
用
対
象
に
擬
せ
ら
れ
る
犯
罪
は
、
法
的
に
は
「
重
犯
」

と
分
類
さ
れ
る
、
国
家
権
力
を
直
接
侵
引
一
目
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
文
治
元
年
(
一

一
八
五
)
源
義
経
に
対
し
後
白
河
院
が
頼
朝
追
討
立
旨
を
与
え
た
さ
い
、
九
条

品
川
昭
一
は
「
被
下
岨
骨
宣
旨
事
者
、
界
犯
八
虐
、
為
政
於
国
家
之
者
、
蒙
此
宣
旨

者
也
」
と
い
う
法
理
を
述
べ
て
い
る
。
「
八
虐
」

1
国
家
権
力
の
侵
害
こ
そ

「
追
捕
官
符
」
の
適
用
対
象
と
な
る
犯
罪
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
追

捕
官
符
」
の
具
体
例
に
は
八
虐
に
含
ま
れ
な
い
「
殺
害
」
が
多
く
検
出
さ
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
「
重
犯
」
概
念
で
あ
る
。

承
暦
三
年
(
一

O
七
九
)
、
源
国
房
と
の
私
合
戦
に
よ
り
、
「
宣
旨
」
に
よ
る

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
艮
開
(
下
向
井
)

源
義
家
の
「
追
討
」
を
う
け
た
右
兵
衛
尉
源
重
宗
は
義
家
に
投
降
し
た
が
、

「
重
貯
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
禁
獄
に
処
せ
ら
れ
て
い
日
。
こ
こ
に
「
追
捕

官
符
」
の
適
用
対
象
と
し
て
「
重
犯
」
が
登
場
し
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
、
一

0
1
一
二
世
紀
の
期
間
、
地
方
諸
国
で
、
「
重
犯
」
が
他
の
一
般
犯
罪
(
「
雑
犯
」

・
「
軽
犯
」
)
と
質
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
事
例
が
い
く
つ
か
確
認
さ
問
、
そ
の

犯
罪
内
容
は
「
謀
奴
(
反
)
」
、
「
殺
害
」
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
つ
に
。
か

か
る
「
重
犯
」
と
「
軽
犯
」
の
区
分
の
基
準
は
、
突
は
律
に
も
と
づ
く
赦
の
適

用
基
準
に
窮
極
の
根
拠
を
有
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
長
保
二
年
(
一

O
O
O
)

五
月
一
八
日
の
赦
の
「
未
断
囚
人
勘
文
」
に
よ
れ
ば
、
左
右
獄
所
の
囚
人
の
う

ち
、
「
殺
害
強
窃
盗
兇
誼
之
者
」
「
殺
害
者
二
人
」
を
「
重
」
と
し
、
「
共
外
或

嫌
疑
之
輩
」
、
「
其
外
強
盗
等
嫌
疑
刃
傷
之
輩
」
を
「
軽
」
と
分
類
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
重
」
は
常
赦
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
「
犯
八
点
故
殺
謀
殺
強
窃

二
盗
私
鋳
銭
常
赦
所
不
免
者
」
に
該
当
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
か
か
る
「
重
犯
」

の
復
雑
な
内
容
が
、
一

O
世
紀
以
降
の
地
方
社
会
で
は
、
反
国
何
武
装
闘
争
の

活
発
化
の
な
か
で
「
謀
叛
(
反
)
」
、
「
殺
宝
己
と
い
う
内
容
に
単
純
化
さ
れ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
主
犯
」
・
「
軽
犯
」
の
区
分
は
、
鎌
倉

幕
府
体
制
下
に
も
継
承
さ
れ
、
「
重
(
大
)
犯
」
検
断
権
は
幕
府
|
守
護
が
独
占

し
、
「
軽
ハ
雑
)
犯
」
(
「
盗
犯
放
火
」
、
「
心
的
情
引
」
な
ど
)
は
国
司
|
検
非
違
所

の
権
限
と
し
て
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
の
全
国
重
犯
検

断
権
は
、
「
追
捕
官
符
」
に
象
徴
さ
れ
る
王
朝
国
家
の
全
国
重
犯
検
断
権
を
継

承
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
重
犯
」
と
認
定
さ
れ
る
犯
罪
は
、
現
実
に
は
い
か
な
る
事
態
で
あ

り
、
か
か
る
犯
罪
を
展
開
す
る
武
装
勢
力
は
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
か

四
七



王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
追
捕
官
符
」
の
適
用
対
象
に
擬
せ
ら
れ
る
武
装
勢
力

は
、
実
例
に
よ
れ
ば
、
「
む
賊
」
、
「
凶
賊
」
、
「
凶
党
ト
ー
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
「
凶
党
」
蜂
起
と
概
念
化
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
凶
党
」
蜂
起
は
、
付
新
羅
海
賊
、
刀
伊
の
入
・
辺
な
ど
の
外
敵
の
侵
入
、
伺

国
府
襲
撃
・
虜
掠
、
正
倉
の
放
火
・
略
奪
な
ど
国
術
機
構
に
対
す
る
伝
害
、
同

国
司
殺
害
、
国
使
殺
害
な
ど
、
国
街
の
権
力
行
使
に
対
す
る
武
力
抵
抗
、
伺
中

央
官
人
の
殺
害
、
そ
の
他
広
汎
に
わ
た
る
が
、
王
朝
国
家
が
軍
事
的
に
対
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
中
心
課
題
は
、
伺
・
同
の
国
街
権
力
に
対
す
る
集
団

的
武
装
蜂
起
で
あ
る
。
そ
れ
は
該
期
の
国
術
支
配
の
特
質
と
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
反
国
街
武
装
蜂
起
の
典
型
的
な
ケ
I
ス
で
あ
り
、
し

か
も
発
生
か
ら
鋲
圧
ま
で
の
検
断
手
続
の
全
鋭
寸
も
鋭
い
う
る
長
保
元
年
(
九

九
九
)
の
大
和
国
城
下
東
郷
早
米
伎
殺
害
事
件
を
素
材
に
し
て
、
「
凶
党
」
蜂

起
の
実
態
を
究
明
し
て
み
た
い
。

長
保
元
年
八
月
に
発
生
し
た
こ
の
事
件
は
、
左
衛
門
権
佐
藤
原
宣
ネ
領
田
中

庄
庄
預
文
春
正
な
る
人
物
を
首
謀
者
と
し
、
前
法
隆
寺
別
当
仁
階
大
法
師
領
所

丹
波
庄
、
興
福
寺
僧
明
空
法
師
領
所
紀
伊
政
庄
の
三
倍
庄
の
「
凶
党
数
十
人
」

が
共
謀
し
て
城
下
東
郷
早
米
使
藤
原
良
信
を
「
殺
害
」
し
、
随
身
物
を
「
強
盗
」

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
凶
党
数
十
人
」
の
構
成
は
、
国
解
の
犯
人
交
名

に
登
場
す
る
氏
名
か
ら
判
断
す
る
な
ら
、
玉
臣
家
人
、
街
府
会
人
、
僧
侶
ら
で

あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
本
主
や
本
司
の
保
護
と
身
分
的
特
権
を
背
景
に
、
国
街
支

配
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
国
街
権
力
の
国
務
執
行
に
お
い
て

も
っ
と
も
手
を
や
く
存
在
で
あ
っ
た
。
寛
平
J
延
喜
年
間
の
国
街
権
力
強
化
政

策
以
来
、
前
期
王
朝
国
家
体
制
の
期
間
、
一
貫
し
て
地
方
在
住
の
玉
臣
家
人
、

四
八

衛
府
舎
人
、
僧
侶
の

dm的
特
権
の
制
限
と
国
街
の
行
政
支
配
へ
の
包
摂
の
努

力
が
継
続
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
国
街
と
彼
ら
と
の
緊
張
関
係
が
不
断
に

再
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

前
期
王
朝
国
家
段
階
の
国
街
権
力
は
、
中
央
政
府
か
ら
行
政
上
の
大
幅
な
裁

量
権
を
委
議
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
国
司
官
長
の
も
と
で
、
検
回
・
収
納
な
ど

の
国
務
は
、
国
司
郎
等
・
在
庁
官
人
ら
が
国
伎
(
検
回
佼
・
収
納
佼
)
と
し
て

郡
郷
に
派
近
さ
れ
、
国
伎
が
郡
司
万
称
を
指
揮
し
て
執
行
す
る
の
で
あ
る
が
、

国
司
権
力
を
背
景
と
す
る
国
伎
の
不
当
な
国
務
執
行
(
「
新
聞
回
」
の
不
当
な

笠
録
、
加
徴
、
収
公
)
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
本
主
・
本
司
の
権
威
の
も
と
に

在
地
勢
力
が
結
集
し
て
対
押
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
国
佼
殺

市
古
か
ら
国
部
術
襲
撃
、
国
司
殺
害
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
凶
党
」

蜂
起
は
国
務
対
拝
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
期
王

朝
国
家
段
階
の
強
力
な
国
術
支
配
の
も
と
で
は
、
国
務
執
行
と
在
地
勢
力
と
の

対
抗
関
係
の
な
か
で
・
「
凶
党
」
蜂
起
は
不
断
に
発
生
す
る
可
能
性
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、
決
し
て
偶
然
的
な
事
態
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
凶
党
」
蜂
起
の
組
織
上
の
特
色
は
、
つ
ね
に
同
盟
関
係
に
あ
る
と
は

か
ぎ
ら
な
い
在
地
諸
勢
力
が
、
国
務
対
拝
と
い
う
共
通
目
的
の
も
と
に
一
時
的

に
結
束
し
た
組
織
で
あ
り
、
永
続
的
な
反
権
力
組
絞
と
し
て
の
性
絡
を
欠
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
早
米
伎
を
殺
害
し
た
「
凶
党
数
十
人
」
が
目
的
法

成
後
た
だ
ち
に
解
散
し
、
京
や
興
一
福
寺
の
本
主
の
ア
ジ
I
ル
の
も
と
に
選
鉱
し

て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
強
固
な
組
織
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
役
ら
は

本
主
の
保
護
下
で
探
索
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
い
は
召
送
下
獄
さ

れ
た
と
し
て
も
、
非
常
赦
に
あ
え
ば
そ
の
適
用
を
う
け
「
会
赦
原
免
之
輩
」
と



い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
凶
党
」
蜂
起
が
必
ず
し
も
在
地
勢
力
の
絶
望

的
な
反
抗
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
在
地
諸
勢
力
の
国
務
対
拝
に
基
礎
を
お
く
反
国
街
武
装
闘

争
が
「
凶
党
」
蜂
起
で
あ
り
、
こ
れ
が
王
朝
国
家
と
り
わ
け
前
期
王
朝
国
家
段

階
の
国
家
権
力
が
対
決
を
せ
ま
ら
れ
た
固
有
の
軍
事
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

廷
喜
元
年
東
国
の
乱
、
承
平
天
慶
の
乱
、
平
忠
常
の
乱
な
ど
前
期
王
朝
国
家
段

階
の
大
規
模
反
乱
も
、
窮
極
的
に
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
性
格
の
蜂
起
を
基
盤

と
し
て
い
た
。

H
H

追
捕
官
符
の
効
果

そ
れ
で
は
「
追
捕
官
符
」
は
右
の
如
き
「
凶
党
」
蜂
起
の
鋲
圧
に
対
し
て
い

か
に
機
抽
出
し
、
い
か
な
る
効
果
を
発
揮
し
た
の
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
追
捕

官
符
」
を
発
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
央
政
府
は
国
司
(
ま
た
は
追
討
佼
)
に

い
か
な
る
権
限
を
委
談
し
た
の
か
。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
軍
事
指
揮
権

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
一
つ
一
つ
た
し
か
め
て
み
よ

〉
内
ノ
。

θ
、
犯
人
の
検
断
上
の
身
分
特
権
の
剥
奪
。
「
凶
党
」
勢
力
は
前
記
し
た
よ

う
に
、
王
臣
家
人
、
街
府
合
人
、
僧
侶
、
五
位
之
徒
、
神
人
な
ど
m
J
問
権
的
身

分
認
押
核
分
子
と
す
る
が
、
拘
ら
は
通
常
、
付
家
宅
捜
索
を
う
け
な
い
、
伺
拷

尋
免
跡
、
同
本
主
の
ア
ジ
I
ル
、
な
ど
の
検
断
上
の
特
権
を
も
ち
、
国
司
の
通

常
の
行
政
権
の
範
囲
で
は
容
易
に
「
追
捕
」
・
「
勘
札
」
し
え
な
い
存
在
で
あ

る
。
「
追
崎
市
川
崎
」
、
哨
ぺ
仇
ら
ゆ
品
川
崎
必
哨
峨
占
一
位
九
効
果
が
あ
る
。
「
帥
卿

井
光
清
、
守
宣
旨
追
捕
悪
僧
、
頗
不
可
及
過
怠
欣
」
と
い
う
記
事
は
、
「
追
捕

官
符
」
の
効
果
の
こ
の
側
面
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

e、
抵
抗
を
除
去
す
る
た
め
、
殺
害
を
含
む
実
力
行
使
の
公
認
。
嘉
保
二
年

(一

O
九
五
)
、
美
濃
国
の
庄
園
沙
汰
を
行
う
悪
僧
の
一
人
を
「
宣
旨
」
に
も

と
づ
い
て
射
殺
し
た
こ
と
で
源
義
綱
の
流
罪
を
要
求
し
た
天
台
大
衆
に
、
政
府

は
「
雄
然
依
宣
旨
追
捕
之
問
、
為
流
失
被
射
殺
、
義
嗣
朝
臣
更
無
過
怠
」
と
い

う
判
断
ー
を
下
し
問
。
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
殺
害
は
、
天
台
大
衆
の
噌
訴

を
も
っ
て
し
で
も
撤
回
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

旬
、
「
凶
党
」
集
団
の
鎮
圧
に
必
要
な
だ
け
の
軍
勢
催
促
権
の
委
設
。
「
追

捕
官
符
」
に
は
、
し
ば
し
ば
「
差
発
人
夫
(
兵
)
」
、
「
徴
発
諸
国
兵
士
」
、
「
下

知
国
内
武
勇
士
」
な
ど
の
発
兵
文
一
一
弓
か
み
え
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
律
令
制
で

は
国
司
の
通
常
の
行
政
権
に
は
発
兵
権
は
な
く
、
一
回
興
律
援
発
兵
条
に
よ
っ
て

厳
格
に
規
制
さ
れ
て
お
り
、
発
兵
に
は
「
契
勅
」

(
H
H

「
追
討
勅
符
」
)
を
必
要

と
し
た
。
こ
の
原
則
が
「
追
捕
官
符
」
の
形
式
で
王
朝
国
家
に
も
継
承
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
国
街
の
軍
勢
催
促
権
の
唯
一
の
合
法
的
根
拠
は
「
追
捕
官
符
」
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

@
、
出
陣
し
た
武
勇
輩
の
軍
事
勤
務
に
対
す
る
代
償
と
し
て
恩
賞
の
給
与
を

約
束
す
る
。
「
蒙
追
捕
宣
旨
、
必
可
有
勧
賞
」
と
い
う
法
理
が
右
の
原
則
を
よ

く
示
し
て
い
る
。
逆
に
「
迫
捕
官
符
」
の
な
い
場
合
勲
功
賞
は
給
与
さ
れ
ず
、

か
え
っ
て
「
私
合
戦
」
と
認
定
さ
れ
処
分
の
対
象
に
す
ら
な
る
。
『
奥
州
後
三

年
-
設
の
「
官
符
を
給
は
ら
ば
勧
賞
を
こ
な
は
る
ぺ
し
。
的
て
官
符
な
る
べ
か

ら
ざ
る
よ
し
さ
だ
ま
り
ぬ
と
閲
て
、
首
を
道
に
捨
て
、
む
な
し
く
京
へ
の
ぼ
り

に
け
り
」
の
記
事
が
そ
の
点
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
「
追
捕
官
符
」
に
も
と

づ
く
軍
勢
催
促
に
対
し
、
国
内
武
勇
輩
が
積
極
的
に
参
加
す
る
秘
密
は
、
「
追

捕
官
符
」
の
約
束
す
る
勲
功
賞
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
九
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そ
の
他
、
「
追
捕
官
符
」
に
よ
っ
て
、
犯
人
の
所
領
没
収
、
軍
枚
支
給
な
ど

が
指
令
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
詳
論
し
な
い
。

以
上
か
ら
、
国
街
の
重
犯
検
断
権
、
軍
勢
催
促
健
か
、
通
常
の
国
街
権
力
に

も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
「
追
捕
官
符
」
に
よ
っ
て
一
時
的
に
委
談
さ
れ
る

権
限
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
追
捕
官
符
」
だ
け
が
国
街
の
重
犯
検
断
、
軍
勢
催
促

の
唯
一
の
合
法
的
根
拠
で
あ
っ

A
Kと
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
「
発

私
軍
兵
之
輩
、
公
家
重
所
被
禁
遇
也
」
の
法
理
は
、
壬
朝
国
家
段
階
で
も
厳
然

と
生
き
つ
守
つ
け
て
お
り
、
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
か
な
い
国
司
の
「
発
向
軍

兵
」
は
「
私
合
戦
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
(
1
)
『
中
右
記
』
保
延
元
年
四
月
八
日
条
。
『
長
秋
記
』
同
日
条
。

(
2
)

『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
廿
九
日
条
。

(
3
)

『
玉
菜
』
治
承
三
年
七
月
廿
八
日
条
。

(
4
)

『
長
秋
記
』
保
延
元
年
一
一
一
月
十
四
日
条
。

(
5
)

大
会
当
日
配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
表
「
九
J
一
一
一
世
紀
の
『
追
捕
官

符
』
」
参
照
。
本
表
の
分
析
を
基
礎
に
し
た
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

(
6
)

獄
令
告
密
条
、
『
北
山
抄
』
第
四
、
第
七
。

(
7
)

富
田
正
弘
「
口
宣
・
口
宣
案
の
成
立
と
変
遷
」
(
『
古
文
書
研
究
』
一

四
)
。
ま
た
曽
我
良
成
氏
は
一
九
八

O
年
広
島
大
学
大
学
院
に
提
出
し

た
修
士
論
文
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
。

(
8
)

『
玉
奨
』
文
治
元
年
十
月
十
七
日
条
。

(
9
)

『
為
房
卿
記
』
承
暦
三
年
八
月
十
七
日
条
、
九
月
十
九
日
条
。

(
叩
)
た
と
え
ば
『
平
安
遺
文
』
一
一
|
四
三
六
号
、
同
一
一
一
|
六
八
二
号
。

五
O 

(
日
)
『
平
安
遺
文
』
五
|
二

O
四
三
号
、
同
五
|
一
二
二
三
号
。

(
ロ
)
『
権
記
』
長
保
二
年
五
月
十
八
日
条
。

(
日
)
路
一
一
叫
野
編
『
中
世
法
制
史
料
集
出
判
長
府
法
』
第
二
部
追
加
法
第
一
一
一

条
、
同
第
三
一
条
。

(
M
)

「
凶
党
」
蜂
起
概
念
は
、
研
究
史
的
に
は
河
音
能
平
氏
の
「
同
類
」

(
同
氏
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
第
一
章
第
一
節
)
、
戸
田
芳
実
氏

の
「
党
(
党
類
)
」
(
「
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』

所
収
)
を
継
承
し
て
い
る
が
、
日
常
的
な
共
同
組
織
と
は
厳
格
に
区
別

し
、
あ
く
ま
で
蜂
起
し
た
反
権
力
武
装
組
織
に
限
定
し
て
用
い
る
。

(
日
)
『
平
安
遺
文
』
二
|
三
八
五
号
。

(
日
)
『
類
泉
三
代
格
』
寛
平
六
年
十
一
月
以
川
日
官
符
、
同
七
年
九
月
廿
七

日
官
符
、
『
窓
口
兄
十
二
箇
条
』
(
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
日
本
思
想
大

系
8
)
、
『
法
曹
至
要
抄
』
第
一
一
一
十
一
条
所
収
長
徳
元
年
九
月
十
三
日
立

旨
(
『
群
書
類
従
』
巻
第
七
十
六
)
、
『
政
事
要
略
』
天
暦
元
年
間
七
月

十
六
日
官
宣
旨
、
な
ど
。

(
口
)
『
小
右
記
』
長
徳
二
年
二
月
五
日
条
な
ど
。

(
日
)
『
法
曹
至
要
抄
』
第
六
十
条
(
『
群
書
類
従
』
巻
第
七
十
六
)
。

(
四
)
『
平
安
逸
文
』
一
一
|
七
九
五
号
な
ど
。

(
却
)
『
中
右
記
』
長
治
二
年
十
月
品
川
日
条
。

(
幻
)
『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
十
月
廿
三
日
条
。

(
幻
)
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
十
九
日
条
。

(
幻
)
『
群
書
類
従
』
巻
第
三
百
六
十
九
。

(
剖
)
『
平
安
遺
文
』
四
|
一
六
二
七
号
。



二
、
重
犯
検
断

王
朝
国
家
体
制
下
、
軍
事
問
題
は
つ
ね
に
「
重
犯
」

(
1犯
罪
)
鎮
圧
と
い

う
性
格
を
お
び
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
軍
事
と
刑
事
手
続
1
検
断
は
わ
か
ち
が

た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
軍
制
は
検
断
を
実
現
す
る
た
め
に
組
織
さ

れ
た
物
理
的
手
段
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
軍
事
的
鎮
圧
の

対
象
と
さ
れ
る
「
重
犯
」

1
「
凶
党
」
蜂
起
の
発
生
か
ら
鎮
圧
ま
で
の
検
断
手

続
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
記
長
保
元
年
(
九
九
九
)
大

和
国
早
米
使
殺
害
事
件
の
大
和
国
解
は
、
国
街
段
階
の
重
犯
検
断
手
続
の
ほ
ぼ

全
容
を
知
り
う
る
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
以
下
こ
の
国
解
を
素
材
に
検
討
を
加

え
て
い
く
。

付
検
断
の
端
緒
1

郡
解
・
国
解
・
「
追
捕
官
符
」

犯
罪
発
生
の
事
実
は
、
「
管
城
下
郡
解
」
に
よ
っ
て
国
街
に
言
上
さ
れ
て
い

る
。
国
街
に
よ
る
検
断
は
、
「
郡
解
」
を
端
緒
と
し
て
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
郡
解
」
に
は
、
訴
の
提
起
に
不
可
欠
の
、
事
件
内
容
を
発
生
後
よ
止
を
移
さ

ず
克
明
に
筆
録
し
た
「
事
発
日
記
」
が
副
進
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
郡

解
」
を
端
緒
に
検
断
手
続
が
は
じ
ま
る
こ
と
は
、
「
郡
」
の
行
政
上
の
機
能

(
郡
司
万
祢
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
)
が
一

O
世
紀
以
降
も
な
お
健
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
郡
解
」
に
よ
っ
て
事
件
を
知
っ
た
国
司
は
、
た
だ
ち
に
「
因
解
」
で
事
態

を
太
政
官
に
言
上
し
、
「
追
捕
勘
札
官
符
」
を
摂
取
っ
て
い
る
。
そ
の
間
わ
ず
か

一
日
と
い
う
迅
速
さ
は
、
公
式
令
受
事
条
の
「
軍
機
急
速
」
規
定
に
よ
る
も
の

だ
ろ
う
。
太
政
官
で
は
お
そ
ら
く
緊
急
の
陣
定
が
召
集
さ
れ
審
議
さ
れ
た
は
ず

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
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で
あ
る
。
「
追
捕
官
符
」
の
給
付
を
う
け
、
広
汎
な
権
限
を
授
権
さ
れ
た
国
司

は
、
す
ぐ
さ
ま
「
官
人
追
捕
使
」
を
率
い
て
「
事
発
所
」

H
H
現
場
に
む
か
い
、

「
勘
札
」
を
行
っ
て
犯
罪
事
実
を
確
認
し
、
犯
人
四
人
の
「
追
捕
」
に
成
功
し

て
い
る
。
国
司
の
指
揮
の
も
と
で
行
わ
れ
る
重
犯
検
断
が
、
「
勘
札
」
と
「
追

捕
」
の
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
官
人
」
と
「
追
捕
使
」
と

い
う
検
断
機
関
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

持
勘
札
|
検
非
違
所
と
郡
司
刀
祢

「
勘
札
」
は
、
犯
罪
の
捜
査
、
取
調
べ
と
、
そ
れ
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
確
認

で
あ
り
、
臨
地
検
証
、
証
拠
収
集
、
犯
人
尋
問
、
証
人
か
ら
の
事
情
聴
取
な
ど

を
含
む
。
「
着
事
発
所
、
勘
札
之
処
、
犯
状
掲
正
一
向
、
適
捕
得
件
犯
人
等
、
即
加

札
決
、
己
無
所
避
、
伏
弁
過
契
了
」
の
文
言
は
、
か
か
る
「
勘
札
」
の
内
容
と

実
態
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
勘
札
」
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た

犯
罪
内
容
と
「
勘
札
」
の
作
業
は
す
べ
て
調
書
に
筆
録
さ
れ
る
。
犬
和
国
解
に

は
「
調
度
文
書
四
通
」
と
し
て
「
城
下
郡
司
弁
万
祢
等
申
詞
記
」
、
「
死
人
藤
原

良
信
従
者
阿
閉
安
高
申
詞
記
」
、
「
勘
問
犯
人
泰
清
正
、
丈
部
有
光
、
僧
寿
蓮
、

橋
美
柿
丸
等
日
記
」
、
「
犯
人
同
有
光
等
四
人
承
伏
過
状

(
l自
白
書
)
等
」
が

み
え
、
国
解
の
事
実
書
の
部
分
で
は
こ
れ
ら
を
「
勘
札
日
記
」
と
総
称
し
て
い

る
。
国
解
に
副
進
さ
れ
る
こ
れ
ら
「
勘
札
日
記
」
は
、
太
政
官
で
の
罪
名
定
と

そ
の
前
提
作
業
と
し
て
の
明
法
家
勘
注
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
証
拠
資
料

と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

国
司
の
指
揮
下
で
右
の
如
き
「
勘
札
」
を
担
当
し
た
国
街
機
関
は
、
前
記

「
官
人
追
捕
使
」
の
う
ち
の
「
官
人
」
す
な
わ
ち
在
庁
官
人
で
あ
る
。
一

O
世

紀
以
降
の
国
街
行
政
は
、
問
所
・
税
所
・
公
文
所
な
ど
の
専
門
諸
分
課
(
「
所
」
〉

五
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に
よ
っ
て
分
掌
さ
れ
、
各
分
課
は
目
代
・
別
戸
・

G
G判
官
代
・
書
生
・
下
部

な
ど
の
職
員
l
在
庁
官
人
で
椛
成
さ
れ
て
い
た
む
国
街
の
重
犯
検
断
の
「
勘
札
」

事
務
を
専
掌
し
た
の
は
、
か
か
る
在
庁
分
認
の
一
つ
検
非
違
所
で
あ
っ
た
。

三
善
清
行
の
『
意
見
十
二
倍
紀
』
か
ら
、
「
境
内
之
軒
濫
」
を
札
し
「
民
間

之
凶
邪
」
を
禁
ず
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
国
検
非
違
健
か
、
「
決
断
」
を
適
法

的
に
行
う
た
め
「
法
律
」
を
「
明
習
」
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
中
央
の

「
判
事
」
に
も
擬
せ
ら
れ
る
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
国
検
非
違
使
の
任
務
を
継
承
す
る
検
非
違
所
は
、
た
ん
に
追
捕
を
担
当
す

る
実
力
機
関
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
主
要
な
任
務
は
「
決
断
」
・
「
断
非
」
の

た
め
の
法
律
手
続
、
す
な
わ
ち
「
勘
札
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

国
検
非
違
使
関
係
の
史
料
に
登
場
す
る
職
掌
を
表
す
文
言
を
通
覧
す
る
こ
と
に

よ
げ
ぺ
も
誠
司
仙
で
き
る
。
寸
な
わ
ち

U
1札
官
官
官
法
」
円
買
笠
犯
」
、

「
札
察
追
捕
」
、
「
訴
訟
」
「
札
犯
罪
之
人
」
、
「
孔
断
」
「
検
正
非
逮
」
「
札
部
内
違

濫
〕
、
「
追
捕
検
察
」

rど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
追
捕
と
と
も
に
「
勘
札
」
が
重

要
な
任
務
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
次
項
で
述
べ
る
押
領
佼
・
追
捕
使
が
、

「
凶
党
」
追
捕
だ
け
を
任
務
と
す
る
軍
事
指
呼
官
で
あ
っ
た
の
と
対
照
的
で
あ

る。
な
お
、
「
差
遣
国
使
於
賊
地
、
可
令
勘
札
」
、
「
故
太
皇
大
后
宮
御
領
大
和
国

野
辺
国
屋
一
宇
納
稲
相
共
、
去
年
間
三
月
十
日
夜
焼
亡
、
市
一
日
白
使
井
郡
司
万
祢

立
日
記
之
処
、
木
上
正
行
有
事
疑
之
由
注
裁
日
記
己
了
」
な
ど
の
記
事
か
ら
、

「
事
発
処
」
で
の
「
勘
札
」
は
、
派
遣
さ
れ
た
国
伎
が
所
管
の
郡
司
万
祢
を
指

揮
し
て
行
い
「
日
記
」
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
防
札
」
の
た
め

に
派
遣
さ
れ
る
国
伎
は
、
校
非
違
所
の
官
人
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

五

以
上
、
国
街
の
重
犯
検
断
手
続
の
う
ち
の
「
勘
札
」
に
つ
い
て
検
討
し
た

Q

国
司
の
指
揮
に
し
た
が
い
、
「
事
発
所
」
で
郡
司
万
称
を
率
い
て
臨
地
検
証
を

行
い
、
捕
得
し
た
犯
人
を
勘
問
し
「
勘
札
日
記
」
を
作
成
す
る
と
い
う
一
連
の

「
劫
札
」
事
務
を
担
当
す
る
検
断
機
闘
が
検
非
違
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
思
う
。

同
追
摘
|
諸
国
追
捕
使

大
和
国
守
源
孝
道
は
、
「
追
捕
官
符
」
を
蒙
る
や
た
だ
ち
に
「
官
人
追
捕
佼
」

を
率
い
て
「
事
発
所
」
に
急
行
し
、
「
凶
党
数
十
人
」
の
う
ち
四
人
の
捕
得
に

成
功
し
て
い
る
。
「
凶
党
数
十
人
」
の
武
装
集
団
を
破
砕
す
る
た
め
に
は
、
か

な
り
強
力
で
大
規
制
杭
な
軍
事
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
因
解
」
で
は
、
国
守
源
孝
道
が
「
追
捕
」
を
直
接
指
揮
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
伎
が
経
基
王
の
女
を
母
と
し
源
泊
仲
-V主
h
A

父
と
す
る
武
男
の
国

守
だ
辺
か
ら
で
、
文
人
系
の
固
ま
場
合
直
接
指
揮
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
通
常
、
「
凶
党
」
追
捕
は
、
「
因
解
」
に
官
人
と
と
も
に
み
え
る
「
追
捕
佼
」

を
指
揮
官
と
し
て
行
わ
れ
た
。

諸
国
追
捕
伎
の
「
凶
党
」
追
捕
に
お
け
る
武
力
構
成
を
も
っ
と
も
具
体
的
に

伝
え
る
の
は
、
早
米
使
殺
害
事
件
の
半
世
紀
の
後
、
天
喜
四
年
(
一

O
五
六
)

四
月
同
じ
く
大
和
国
東
大
寺
境
内
で
起
っ
た
殺
害
事
件
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の

犯
人
山
村
国
正
追
捕
の
武
力
は
「
甲
山
川
商
笠
等
を
蒜
之
、
弓
箭
万
鈴
を
話
え
天
、

ハロ〉

騎
兵
歩
兵
等
七
八
十
人
許
出
来
天
:
:
:
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
叩

宵
」
に
身
を
か
た
め
わ
弓
箭
」
を
帯
し
た
「
騎
兵
歩
兵
七
八
十
人
」
の
指
将
官

は
、
『
東
大
寺
別
当
次
第
』
に
よ
れ
ば
大
和
田
追
椅
伎
涼
宗
佐
で
あ
っ
た
。
こ
の

記
事
は
、
事
件
発
生
を
報
告
す
る
「
事
発
日
記
」
で
あ
り
、
立
図
的
な
誇
張
が



あ
る
に
し
て
も
ほ
ぼ
武
力
構
成
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
諸
国
追
捕
伎
は
、
完
全
武
装
し
た
歩
騎
七
八
十
人
も
の
武
装
集
団
を

指
同
伴
し
て
「
凶
党
」
努
力
を
破
砕
す
る
軍
事
指
即
時
官
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

追
捕
伎
に
類
似
し
た
も
の
に
押
領
佼
が
あ
る
。
両
者
は
、
「
諸
国
追
捕
使

関
州

rh時心
判
官

r
h
F』
国
み
え
る
よ
う
に
、
と
も
に
「
因
解
」
に
よ
っ
て

国
司
が
繋
争
し
、
「
官
符
」
で
任
命
を
許
可
、
j
品
川
る
こ
と
に
な
っ
て
お
は
)

補
任
形
式
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
「
若
有
凶
党
之
輩
、
且
追
捕
、
且
以
言
上
」

(
押
領
使
)
、
「
追
捕
部
内
凶
党
事
〕
(
追
捕
使
)
の
文
言
が
一
万
す
よ
う
に
、
両

者
の
任
務
は
「
凶
党
」
追
捕
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
押

領
伎
と
追
捕
伎
は
付
補
任
形
式
、
伺
権
限
と
い
う
も
っ
と
も
基
本
的
な
点
で
同

じ
で
あ
り
、
同
一
性
格
の
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
両
者
は
同
一

の
国
に
併
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
配
位
地
域
を
具
に
し
て
い
る
。
押
領
伎
は

東
国
お
よ
び
山
陰
・
西
海
道
諸
国
に
配
置
さ
れ
、
迫
捕
使
は
談
内
近
国
に
配
置

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
(
山
陽
・
雨
海
両
道
諸
国
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
)
。
こ

の
傾
向
は
、
国
符
軍
制
の
地
域
的
特
質
と
成
立
事
情
を
う
か
が
う
う
え
で
興
味

深
い
が
、
こ
こ
で
は
両
者
を
と
く
に
区
別
す
る
必
要
の
な
い
か
ぎ
り
、
諸
国
追

捕
伎
の
概
念
で
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
諸
国
追
捕
伎
は
一
国
単
位
の
公
的
「
凶
党
」
追
捕
機
関
で
あ
る
が
、

「
凶
党
」
と
は
前
記
の
如
く
「
追
捕
官
符
」
の
適
用
対
象
に
擬
せ
ら
れ
る
反
国

家
武
装
蜂
起
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
諸
国
追
捕
伎
の
権
限
内
容
を
追
捕
権
一

般
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
厳
密
に
限
定
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
国
追
捕
使
の
追
捕
権
は
、
「
重
犯
」

1

「
凶
党
」
蜂
起
に
限
定
さ
れ
、
「
追
捕
官
符
」
を
蒙
っ
た
国
司
の
下
知
に
よ
っ

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

て
の
み
発
動
さ
れ
た
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
国
単
位
の
軍
事
指
揮
官
た

る
諸
国
追
捕
伎
と
い
え
ど
も
、
国
街
権
力
か
ら
は
な
れ
て
独
断
で
武
力
行
使
し

う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
合
法
的
追
捕
権
は
、
「
追
捕
官
符
」
に
の
み
由
来

す
る
も
の
で
あ
り
、
太
政
官
国
司
と
い
う
王
朝
国
家
の
権
力
機
構
に
全
面
的

に
規
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
国
追
捕
伎
の
権
限
は
、
重
犯
検
断

権
の
う
ち
あ
く
ま
で
「
追
捕
」
権
だ
け
で
あ
り
、
「
勘
札
」
権
を
含
む
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
権
限
の
限
界
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
一
国
単
位
の
公
的
「
凶
党
」
追
捕
機
関
た
る
諸
国
追
捕
伎

は
、
一

O
J
一
二
世
紀
の
王
朝
国
家
体
制
の
全
期
聞
を
通
じ
て
全
国
に
配
置
さ

れ
、
王
朝
国
家
の
全
国
支
配
を
実
現
す
る
た
め
の
軍
事
的
基
盤
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
諸
国
追
捕
伎
に
は
、
そ
の
国
の
有
力
武
勇
琵
が
選
任
さ
れ
、
や
が
て
そ

の
地
位
の
世
襲
化
と
と
も
に
一
国
内
の
武
勇
翠
と
の
聞
に
主
従
的
結
合
を
強

め
、
一
国
棟
梁
へ
と
成
長
し
て
い
く
。
そ
し
て
鎌
倉
幕
府
守
護
体
制
は
、
か
か

る
諸
国
追
捕
使
の
権
限
を
奪
取
、
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

料

言

上

国
街
で
の
検
断
手
続
が
完
了
す
る
と
、
国
司
は
捕
得
し
た
犯
人
の
身
柄
(
斬

首
し
た
場
合
、
そ
の
首
級
)
と
検
非
違
所
が
作
成
し
た
「
勘
孔
日
記
」
と
を
、

図
解
と
と
も
に
太
政
官
に
上
申
す
る
。
上
申
を
う
け
た
太
政
官
で
は
、
明
法
博

士
に
「
勘
札
日
記
」
そ
の
他
の
資
料
を
勘
注
さ
せ
、
明
法
博
士
が
勘
申
し
た

「
明
法
勘
文
」
に
も
と
づ
き
陣
定

(
1罪
名
定
)
を
行
い
、
そ
の
判
決
に
も
と

づ
い
て
伎
庁
の
手
で
刑
の
執
行
が
行
わ
れ
た
。

本
章
で
述
べ
た
国
街
を
中
心
と
し
た
重
犯
検
断
手
続
を
図
式
的
に
示
ぜ
ば
、

左
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。

五



王
朝
国
家
国
街
草
創
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

犯罪の発生

で耳ア朝日記

由
〈飛駅・図解〉

↓ 

| 太政官 | 

目撃 4¥時ー 追関:
戸一土ー「 捕 武ll Zート〈下暗号一俊一量|

目人^凶器;12記日rd!ゐ (糊)I 

L--JEt--十一一一一一」

i戸E3一司罪名定
〈↓

科刑(使庁)

以
上
、
本
章
で
は
国
街
段
階
で
の
重
犯
検
断
手
続
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
発
生
、

捜
査
、
犯
罪
の
鎮
圧
か
ら
刑
の
執
行
ま
で
の
一
連
の
。
プ
ロ
セ
ス
を
順
を
追
っ
て

論
じ
て
き
た
。
「
迫
捕
官
符
」
を
通
し
て
「
追
捕
」
と
「
勘
札
」
を
国
街
に
指

令
し
、
国
街
の
号
一
口
上
に
よ
っ
て
罪
名
定
を
行
い
刑
を
執
行
す
る
中
央
政
府
は
、

全
国
的
規
模
で
の
重
犯
検
断
権
を
窮
極
に
お
い
て
独
占
し
て
い
た
。
そ
し
て
一

国
単
位
で
重
犯
検
断
を
執
行
す
る
国
街
内
部
で
は
、
国
司
の
指
揮
下
で
検
非
違

所
l
郡
司
万
祢
が
「
勘
札
」
を
分
掌
し
、
諸
国
追
捕
伎
が
「
追
捕
」
を
担
当
し

た
の
で
あ
る
。
国
街
軍
制
と
は
、
か
か
る
検
断
過
程
の
「
追
捕
」
を
分
掌
す
る

諸
国
追
捕
伎
を
指
揮
官
と
す
る
軍
事
力
の
組
織
法
を
あ
ら
わ
す
概
念
で
あ
る
。

五
四

国
街
軍
制
は
、
検
断
手
続
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
重
犯
検

断
を
実
現
す
る
た
め
の
物
理
的
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

重犯検断手続

註
(
1
)

瀧
川
政
次
郎
「
事
発
日
記
と
問
注
状
|
庁
例
に
お
け
る
註
拠
法
の
発
達
l
l
」

(
『
律
令
諸
制
及
び
令
外
官
の
研
究
』
所
収
)
。
「
事
発
日
記
」
は
、
訴
の

事
実
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
文
書
と
し
て
訴
状
に
添
附
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

(
2
)
竹
内
理
一
一
一
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
(
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
第

E

部)。

(
3
)

『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
日
本
思
想
大
系
8
。

(
4
)

『
平
安
遺
文
』
九
l
四
五
四
九
号
。

(
5
)

『
類
緊
三
代
格
』
寛
平
六
年
九
月
十
八
日
官
符
。

(
6
)
『
類
緊
三
代
格
』
寛
平
六
年
十
二
月
廿
二
日
官
符
。

(
7
)

『
別
緊
符
宣
抄
』
天
慶
九
年
一
一
一
月
十
三
日
官
符
。

(
8
)
『
別
緊
符
宣
抄
』
天
暦
三
年
正
月
廿
一
日
近
江
因
解
。

(
9
)

『
日
本
紀
略
』
天
暦
元
年
二
月
十
八
日
条
。

(
叩
)
『
平
安
遺
文
』
一

O
l椅
七
号
。

(
U
)

『
尊
卑
分
脈
』
第
三
目
刻
、
清
和
源
氏
の
項
。

(
口
)
『
平
安
造
文
』
一
一
一
l
l
七
九
七
号
。

(
臼
)
『
群
書
類
従
』
巻
第
五
十
六
。
大
和
国
追
捕
使
涼
宗
佐
は
、
拙
稿

「
主
朝
国
家
国
街
軍
制
の
成
立
」
(
『
史
学
研
究
』
一
四
四
)
の
諸
国
追

捕
使
表
に
掲
げ
て
お
い
た
が
、
そ
の
後
、
広
島
大
学
大
学
院
市
回
弘
昭

氏
か
ら
、
註
(
ロ
)
の
殺
害
事
件
と
『
東
大
寺
別
当
次
第
』
の
記
事
の
関

図2



速
に
つ
い
て
御
教
示
を
え
た
。

(
日
)
『
西
宮
記
』
(
栄
之
ム
ニ
)
諸
宣
旨
。

(
お
)
『
朝
野
群
設
』
(
巻
廿
二
諸
国
雑
事
上
)
天
暦
四
年
二
月
廿
日
下
総

守
藤
原
有
行
中
文
。

(
日
)
『
朝
野
群
我
』
(
巻
廿
二
諸
国
雑
事
上
)
天
暦
十
年
六
月
十
一
一
一
日
官

符。

(
げ
)
拙
稿
註
(
日
)
論
文
参
照
。

(
四
)
拙
稿
「
書
評
井
上
満
郎
著
『
平
安
時
代
軍
事
制
度
の
研
究
』
」
(
『
史
学

雑
誌
』
九
O
i
一)。

(
四
)
と
り
あ
え
ず
『
小
右
記
』
長
保
元
年
十
二
月
十
四
日
、
十
六
日
、
廿

五
日
条
、
『
権
記
』
長
保
元
年
十
二
月
十
三
日
、
十
四
日
、
廿
五
日
条

な
ど
に
み
え
る
平
維
衡
・
同
致
釈
の
私
合
戦
、
美
波
守
源
為
窓
の
罪
名

定。
三
、
軍
勢
催
促

付
園
内
武
勇
輩

「
追
捕
官
符
」
に
も
と

e

つ
い
て
出
動
す
る
諸
国
追
捕
使
を
指
揮
官
と
す
る

「
騎
兵
歩
兵
七
八
十
人
」
と
い
う
武
装
集
団
は
、
い
か
な
る
性
格
の
武
力
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
追
捕
官
符
」
に
は
し
ば
し
ば
「
差
発
人
兵
」
、
「
徴
発
諸
国
兵
士
」
、
「
下
知

国
武
勇
士
」
な
ど
の
文
言
が
含
ま
れ
、
「
追
捕
官
符
」
は
発
兵
権
H
H
軍
勢
催
促

権
を
委
ね
る
の
で
あ
る
0

1

鴻
専
」
に
も
と
づ
く
軍
勢
催
促
は
、
「
応
園
内

浪
人
不
論
高
家
雑
人
差
宛
軍
役
事
」
の
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
内

主
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

(
土
人
)
浪
人
に
対
す
る
「
軍
役
」
賦
課
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
。
国
街
の

軍
勢
催
促
に
対
し
、
「
軍
役
」
を
奉
仕
す
る
権
利
と
義
務
を
有
す
る
名
誉
の
戦

士
(
史
料
上
に
「
堪
武
勇
輩
」
「
武
勇
人
」
な
ど
と
し
て
登
場
)
を
「
国
内
武
勇

翠
」
左
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
国
内
武
勇
輩
は
、
通
常
国
司
郎
等
、
在
庁
官
人
、

郡
郷
司
、
王
臣
家
人
な
ど
政
治
的
地
位
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
地
縁
・
血
縁
的

関
係
に
も
と
づ
く
同
盟
と
敵
対
、
国
街
行
政

1
国
務
執
行
を
め
ぐ
る
抑
圧
と
反

抗
な
ど
、
複
雑
な
利
害
状
況
の
な
か
に
あ
る
が
、
戦
時
に
お
い
て
は
平
時
の
利

害
状
況
と
は
直
接
か
か
わ
り
な
い
原
理
で
、
特
殊
な
「
公
役
」
と
し
て
「
軍
役
」

を
勤
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
国
内
武
勇
輩
の
戦
士
と
し

て
の
性
格
を
石
井
進
氏
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
特
徴

e

つ
け
れ
ば
、
付
国
司
の
認
定

に
よ
る
武
装
特
権
(
大
鎧
・
弓
箭
・
母
万
・
騎
馬
)
、
同
武
芸
の
練
磨
の
た
め

の
狩
猟
特
権
(
国
街
進
止
下
の
山
野
を
狩
庭
と
し
て
一
時
占
定
し
、
周
辺
百
姓

を
勢
子
と
し
て
徴
用
す
る
権
利
を
含
む
)
、
同
国
司
主
催
の
大
狩
へ
の
参
加
、

伺
一
宮
な
y
お
国
内
神
事
に
お
け
る
軍
事
的
儀
式
へ
の
参
加
、
な
ど
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

右
の
如
き
咽
哨
崎
明
輩
の
家
系
は
、
(
3

一O
世
紀
末
J
一
一
世
紀
前
半
に
は
、

「
山
市
』
官
唯
一
呼
唄
晴
汗
幌
、
専
不
継
其
業
」
、
「
範
基
好
武
芸
、
万
人
所
不
許
、
内

外
共
非
武
者
種
胤
」
の
記
事
に
み
え
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
定
す
る
傾
向
に
あ

り
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
散
見
さ
れ
る
「
家
ヲ
継
ギ
タ
ル
兵
」
、
「
兵
ノ
家
」
は

国
街
段
階
で
も
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
末
期
の
地
方
有
力
武

勇
輩
の
多
く
は
、
寛
平
J
延
喜
の
「
東
国
乱
」
か
ら
承
平
・
天
慶
の
乱
ま
で
の

半
世
紀
聞
の
「
凶
党
」
鎮
圧
過
程
で
輝
か
し
い
勲
功
を
あ
げ
た
人
々
を
祖
と
あ

お
い
で
お
り
、
一

O
世
紀
前
半
の
「
凶
党
」
鎮
圧
過
程
で
、
国
街
軍
制
と
と
も

五
五



王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

に
国
内
武
勇
輩
の
家
系
(
兵
ノ
家
)
も
実
質
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
ま
た
腎
万
・
弓
箭
・
騎
馬
と
い
う
武
装
形
態
、
名
乗
り
と
一
騎
打

ち
を
特
徴
と
す
る
戦
闘
法
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
り

U

一
O
世
紀
前
半
に
は
軍
制
史
上
の
中
世
的
要
素
の
原
型
か
登
場
し
た
の
で
あ

る。

伺
交
名
注
進

国
街
が
国
内
武
勇
諸
に
「
軍
役
」
を
含
む
公
役
を
勤
仕
さ
せ
る
場
合
、
あ
ら

か
じ
め
勤
仕
に
棋
え
る
人
々
を
郡
司
に
注
進
さ
せ
た
ら
し
い
。
直
接
こ
の
こ
と

を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
国
街
段
階
の
軍
勢
催
促
の
実
態
を
直
接

知
り
う
る
史
料
が
皆
無
で
あ
る
以
上
、
二
、
三
の
間
接
的
徴
滋
で
満
足
せ
ざ
る

を
え
な
い
。

天
慶
三
年
(
九
四

O
)
正
月
、
政
府
は
将
門
・
純
友
の
京
都
侵
攻
に
備
え
て

宮
城
十
四
門
に
兵
士
を
配
備
し
て
竺
戒
を
厳
に
し
た
が
、
そ
の
前
提
作
業
と
し

て
「
所
々
」
に
「
兵
士
交
名
」
を
注
進
さ
せ
て
い
記
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
か

か
る
軍
勢
催
促
の
前
提
と
し
て
の
「
交
名
注
進
」
は
国
街
の
軍
勢
催
促
の
場
合

に
も
あ
て
は
ま
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
推
定
に
あ
る
程
度
の
根
拠
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
山
城
因
究
茂
祭
騎

兵
役
の
賦
課
形
式
で
あ
る
。
寛
平
九
年
(
八
九
八
)
四
月
十
日
官
前

r引
か
れ

た
山
城
国
解
に
は
「
管
八
筒
郡
司
解
俗
、
件
祭
騎
兵
択
土
浪
人
権
事
者
差
進
既

皐
、
而
寄
事
高
家
不
順
国
仰
、
若
害
一
一
日
上
恐
有
後
去
、
初
hr骨
骨
ん
あ
令
恥
up

者
、
国
検
案
内
、
承
引
之
蛮
不
及
廿
人
」
と
み
え
、
国
司
は
賀
茂
祭
に
必
要
な

騎
兵
を
調
達
す
る
た
め
に
、
郡
司
に
命
じ
て
「
土
浪
人
堪
事
者
」
を
選
択
・
差

進
さ
せ
、
郡
司
は
さ
ら
に
「
拒
拝
人
」
「
承
引
之
輩
」
の
「
交
名
」
を
注
進
し
て

五
六

い
る
。
ま
た
、
一

O
世
紀
末
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
高
山
寺
本
古
往
来
』

の
一
節
に
よ
れ
ば
、
「
武
者
子
孫
」
松
影
が
代
々
運
米
押
領
伎
と
し
て
「
公
事
」

を
勤
仕
し
て
い
る
と
の
「
郡
司
書
生
」
の
「
伝
言
」
に
よ
っ
て
押
領
伎
に
選
定

さ
れ
、
「
税
所
判
官
代
」
か
ら
通
達
を
う
け
て
い
る
。
武
勇
主
に
対
す
る
公
事

賦
課
(
官
米
押
領
使
)
が
「
郡
司
」
の
「
伝
ラ
己
に
も
と
.
つ
い
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。
さ
ら
に
、
平
安
末
期
の
寿
永
二
年
(
一
一
八
三
)
、
北
陸
道
へ
の

追
討
使
派
遣
の
た
め
平
氏
は
諸
国
庄
公
に
対
し
て
兵
土
・
兵
松
米
を
賦
課
し
た

が
、
催
促
に
先
立
ち
門
h
一
犬
山
・
和
束
両
柏
兵
士
事
、
可
令
注
進
交
名
之
由
、
早

可
令
下
知
給
候
旨
候
也
)
と
あ
る
よ
う
に
、
荘
園
公
領
制
の
確
立
に
と
も
な

い
庄
公
を
単
位
に
「
交
名
注
進
」
を
命
じ
て
い
る
。
国
街
領
で
は
「
今
両
年
之

上
郡
明
、
当
郷
兵
士
被
催
召
率
、
全
非
抽
出
季
之
申
行
、
校
宛
即
位
山
内
一
同
之
問
、

当
郡
通
能
季
之
在
郡
也
、
可
加
共
催
之
由
二
且
政
波
仰
下
・
:
」
の
記
事
か
ら
、

郡
単
位
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

以
上
、
九
世
紀
末
J
一
二
世
紀
を
通
じ
て
、
国
内
一
同
の
大
規
模
催
促
か
ら

ご
く
小
規
校
の
場
合
ま
で
、
軍
勢
催
促
の
前
提
作
業
と
し
て
、
催
促
に
先
立
ち

回
!
郡
行
政
機
構
を
通
じ
て
国
内
武
勇
輩
「
交
名
」
を
注
進
さ
せ
た
こ
と
を
推

定
し
て
み
た
。

同

廻

文

「
迫
捕
官
符
」
に
よ
っ
て
「
凶
党
」
追
捕
を
命
ぜ
ら
れ
た
国
一
仰
は
、
国
!
郡

を
通
じ
て
注
進
さ
せ
た
国
内
武
勇
主
交
名
に
も
と
.
つ
い
て
催
促
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
は
「
廻
文
」
が
つ
か
わ
れ
た
。
複
数
の
宛
名
人
に
日
次
回
覧
し
て

特
定
の
役
を
勤
仕
さ
せ
る
た
め
の
文
苫
形
式
で
あ
る
「
氾
文
」
は
、
『
目
前
詩

書
』
に
「
戦
争
の
準
備
を
す
る
よ
う
領
主
が
臣
下
に
苫
く
手
紙
」
と
解
説
さ
れ



て
い
る
よ
う
に
、
中
世
社
会
を
通
じ
て
一
苦
労
催
促
の
一
般
的
野
式
だ
っ
た
。

治
y
M
・
芳
、
水
の
内
乱
期
の
「
廻
文
」
の
実
例
に
『
雑
笠
要
集
』
所
収
の
「
追

討
佼
市
川
科
医
泡
文
」
が
あ
る
が
、
そ
の
形
式
を
一
般
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
廻
文

は
泣
初
に
一
回
単
位
の
催
促
す
べ
き
武
勇
註
の
交
名
が
列
記
さ
れ
、
次
い
で
合

昨
日
予
定
地
、
集
合
日
時
、
指
祁
官
、
集
合
場
所
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
勲
功
者
に

対
す
る
思
立
の
約
束
と
不
参
者
に
対
す
る
処
罰
が
記
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
同
じ
く
内
乱
期
の
例
で
あ
る
が
、
『
平
家
物
語
』
(
巻
六
「
廻
文
」
)
に
、

「
兼
遠
『
ま
づ
め
ぐ
ら
し
文
候
ベ
し
』
と
て
、
信
波
国
に
は
、
ね
の
井
の
小
野

太
、
海
野
の
行
抑
制
を
か
た
ら
う
に
、
そ
む
く
事
な
し
、
是
を
は
じ
め
て
、
信
淡

一
国
の
兵
も
の
共
、
な
び
か
ぬ
草
木
も
な
か
り
け
り
」
、
同
じ
巻
八
一
緒
環
」
に

「
初
経
朝
臣

(
H山
以
後
国
知
行
国
主
藤
原
版
資
代
官
)
是

(
1平
家
追
討
)
を

当
回
の
住
人
、
緒
方
三
郎
維
義
に
下
知
す
、
:
:
:
(
維
義
)
国
司
の
仰
を
院
立

と
号
し
て
、
九
州
二
島
に
め
ぐ
ら
し
ぶ
み
を
し
け
れ
ば
、
し
か
る
べ
き
兵
ど
も

総
去
に
閲
ひ
っ
く
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
二
例
か
ら
、
平
安
末
期
の
一

国
単
位
の
軍
勢
催
促
が
「
廻
文
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
院
|
〔
院

宣
〕
↓
国
司

l
〔
下
知
〕
↓
一
国
採
決
的
武
勇
詑
|
〔
廻
文
〕
↓
「
し
か
る
べ

き
兵
ど
も
」
と
い
う
形
式
で
軍
勢
催
促
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る。
「
廻
文
」
に
よ
る
軍
勢
催
促
の
実
例
は
、
内
乱
期
に
し
か
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
「
廻
文
」
そ
の
も
の
は
古
く
か
ら
多
数
の
人
に
特
定
の
役
を
効
仕

さ
せ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
『
平
家
物
語
』
巻
八
「
絡
環
」
に
お
け
る
緒

方
三
郎
の
軍
勢
催
促
形
式
は
、
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
軍
勢
催
促
一
般
、
具

体
的
に
は
前
節
で
み
た
一

0
・
一
一
世
紀
に
お
け
る
諸
国
追
捕
使
に
よ
る
「
騎

王
朝
国
家
国
符
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

丘
(
歩
兵
七
八
十
人
」
の
催
促
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、

「
追
捕
官
符
」
を
蒙
っ
た
国
司
は
、
あ
ら
か
じ
め
郡
司
を
通
じ
て
注
進
さ
せ
た
‘

国
内
武
勇
輩
「
交
名
」
を
諸
国
追
捕
伎
に
伝
え
、
「
追
捕
」
を
下
知
さ
れ
た
諸

国
追
捕
伎
は
「
交
名
」
に
も
と
づ
き
「
廻
文
」
を
発
し
て
国
内
武
勇
輩
を
催
促

し
、
「
凶
党
」
を
鎮
圧
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
国
街
(
お
よ
び
そ
れ
を
基
盤

と
す
る
追
討
使
)
の
軍
勢
催
促
方
式
を
図
解
す
れ
ば
左
図
の
如
く
で
あ
る
。

耳E

軍勢催促手続図3

不

「
追
捕
官
符
」
の
実
例
に
み
え
る
「
差
発
人
兵
」
、
「
徴
発
諸
国
兵
士
」
、
「
下
知

国
武
勇
土
」
と
い
う
抽
象
的
表
現
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
具
体
的
催
促
方
式

は
、
典
型
的
に
は
お
よ
そ
右
の
如
き
形
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。五

七



王
朝
国
家
国
街
寧
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

伺
謀
叛
与
同
罪

国
内
武
勇
輩
は
、
国
街
か
ら
付
武
装
特
権
、
伺
狩
猟
特
権
、
同
神
事
奉
仕
特

権
な
ど
、
「
武
勇
輩
」
と
し
て
の
地
位
を
保
証
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
特
殊
な

公
事
と
し
て
の
「
軍
役
」
奉
住
義
務
の
一
般
的
根
拠
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な

事
態
に
お
い
て
国
街
が
国
内
武
勇
輩
を
現
実
に
催
促
し
え
た
根
拠
は
、
軍
事
指

揮
権
そ
の
も
の
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
つ
が
、
謀
叛
与
同
罪
で
あ
る
。
前
記
「
追
討
使
源
朝
臣
廻
文
」
に
は

「
若
有
不
参
之
輩
者
、
即
処
子
謀
奴
与
力
衆
、
不
日
可
被
寄
罰
者
也
」
と
い
う
、

「
不
参
之
輩
」
に
対
す
る
罪
科
文
言
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
廻
文
」
で
出
陣

を
命
ぜ
ら
れ
た
国
内
武
勇
設
は
、
「
廻
文
」
の
交
名
の
下
に
「
奉
」
、
「
不
参
」
を

記
入
し
、
参
勤
す
る
か
否
か
の
意
思
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
理
由
な
き
不
参
之
設
は
「
謀
叛
与
カ
衆
」
と
し
て
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

軍
勢
催
促
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
が
、
天
暦
元
年
(
九
四
九
)
一
一
一
月
二

O
日
、
「
廻
文
」
で
荷
前
使
と
し
て
催
促
さ
れ
な
が
ら
理
由
な
く
参
勤
し
な
か

っ
た
侍
従
・
散
位
ら
が
、
官
位
を
解
却
さ
れ
て
い
記
。
「
廻
文
」
に
よ
る
雑
役

催
促
に
対
す
る
不
参
之
輩
に
処
罰
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
強
力
な
命
令
と
厳
格
な
服
従
に
よ
っ
て
の
み
支
え
ら
れ
る
軍
勢
催
促
に
お

い
て
、
不
参
之
設
に
対
し
て
全
く
制
裁
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「
追
捕
官
符
」
を
蒙
っ
た
国
待
H
H
諸
国
追
捕
使
の
軍
勢
催
促
に
お
い
て
も
、
不

参
之
輩
に
対
す
る
制
裁
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
(
実
効
性

は
個
々
の
ケ
l
ス
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
)
。
国
内
武
男
誌
は
、
従
前
ど
お

り
自
己
の
所
職
、
所
領
を
保
持
し
つ
づ
け
た
け
れ
ば
、
個
人
的
利
害
状
況
と
は

五
八

無
白
係
に
、
国
街
の
軍
勢
催
促
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同

円

勲

功

賞

国
内
武
勇
輩
が
個
人
的
利
害
状
況
と
直
接
関
わ
り
の
な
い
原
理
で
、
積
極
的

に
国
街
の
軍
勢
催
促
に
応
じ
た
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
勲
功
官
給
与
の
約
束
で

あ
っ
た
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
追
捕
官
符
」
に
は
必
ず
勲
功
貨
が
約
束
さ
れ

て
お
り
、
逆
に
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
か
な
い
「
私
合
戦
」
は
勲
功
貨
が
給

与
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
抱
興
律
に
よ
山
山
首
し
く
禁
断
さ
れ
て
い
た
。
天
堅
一
一

年
(
九
四

O)
正
月
の
平
将
門
追
討
官
符
か
ら
、
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
け
る

勲
功
賞
の
性
格
を
特
徴
づ
け
る
と
、
付
国
街
を
媒
介
と
し
て
太
政
官
が
各
国
内

武
勇
詮
に
約
束
し
給
与
す
る
、
同
勲
功
内
容
の
程
度
に
応
じ
て
給
与
す
る
恩
立

の
高
低
は
決
定
さ
れ
る
、
同
思
立
に
は
官
民
と
回
地
之
立
と
が
あ
る
、
な
ど
の

諸
点
を
指
摘
で
き
る
。
か
か
る
勲
功
立
の
性
格
は
、
「
追
捕
官
符
」
が
突
効
性

を
保
ち
つ
守
つ
け
た
一

o
t
一
二
世
紀
の
王
朝
国
家
体
制
の
全
期
間
を
通
じ
て
、

基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
で
は
律
令
制
の
臨
時
特
授
を

継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
と
く
に
「
岡
地
之
立
」
の
系
列
は
銭
介
幕

府
体
制
下
の
勲
功
立
H
談
奴
入
所
帯
跡
給
与
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
内
武
勇
誌
が
勲
功
式
を
請
求
す
る
手
続
の
全
容
を
も
っ
と
も

明
快
に
伝
え
る
の
は
、
究
仁
三
年
(
一

O
一
九
)
六
沼
二
九
日
、
万
伊
院
宗
退

の
結
果
を
報
じ
た
大
宰
府
解
文
の
「
釘
…
功
者
交
名
注
文
」
で
あ
る
。
そ
の
一
誌

を
紹
介
す
れ
ば
、

。
筑
前
国
士
山
ほ
郡
住
人
文
屋
忠
光
:
:
:
「
賊
徒
初
来
志
麻
郡
之
目
、
与
所
長
泣

兵
士
合
戦
之
問
、
中
忠
光
矢
者
多
、
又
新
院
徒
之
首
返
上
、
井
進
佼
戎
具
市
一
寸
」



。
同
目
的
土
郡
住
人
多
治
久
明
:
:
・
「
賊
徒
到
来
之
問
、
於
当
郡
青
木
村
南
山

辺
倒
的
叩
、
院
徒
合
段
、
射
取
院
一
人
、
斬
其
首
進
府
」

の
よ
う
に
、
勲
功
者
一
人
一
人
に
つ
い
て
そ
の
「
状
跡
」
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
勲
功
者
注
文
に
は
推
挙
を
う
け
た
各
勲
功
者
に
つ
い
て
、
合
戦

場
所
・
日
時
・
軍
忠
を
尽
し
た
状
況
・
射
殺
人
数
・
分
捕
っ
た
首
級
・
生
獲
り

人
数
・
内
在
武
器
雑
物
な
ど
の
戦
果
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
勲
功
者
注
文
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
合
戦
に
参
加
し
た
各
武
勇
輩

が
自
己
の
軍
忠
を
尽
し
た
状
況
と
戦
果
を
詳
細
に
わ
た
っ
て

γ

大
宰
府
に
申
告
す

る
と
い
う
手
続
が
必
要
で
あ
る
。
「
斬
賊
徒
之
首
進
上
、
井
進
彼
戎
具
等
L

、
「
射

取
賊
一
人
、
新
進
府
」
、
「
生
捕
進
一
人
」
な
ど
の
文
言
か
ら
、
各
武
勇
設
は
、

首
級
・
生
捕
・
肉
獲
物
件
等
を
大
宰
府
に
進
上
し
て
実
検
を
う
け
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

合
戦
に
参
加
し
た
武
勇
輩
は
、
首
級
な
ど
具
体
的
戦
果
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

と
と
も
に
戦
況
を
克
明
に
記
し
た
「
合
戦
日
記
」
を
大
宰
府
に
提
出
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
天
慶
四
年
(
九
四
一
)
一
一
月
、
「
凶
賊
」
桑
原
生
行
を
斬
首
し

た
こ
と
を
曲
以
後
国
に
告
げ
た
追
討
佼
源
経
基
下
文
の
「
賊
徒
今
月
六
日
襲
来
当

国
海
部
郡
佐
伯
段
、
委
始
従
申
時
、
至
子
酉
刻
、
合
戦
之
問
、
生
控
件
生
行
井

撃
殺
賊
徒
、
及
制
可
馬
船
絹
綿
戎
具
雑
物
之
由
、
以
同
七
日
、
相
副
ム
γφ
ト
骨
、

進
送
大
宰
府
己
了
」
と
い
う
一
節
か
ら
、
「
合
戦
日
記
」
に
は
、
合
戦
場
所
・

日
時
・
時
魁
・
軍
忠
を
尽
し
た
状
況
・
戦
果
内
容
が
具
体
的
に
(
あ
る
い
は
誇

張
し
て
)
記
載
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
刀
伊
賊
を
撃
退
し
た
勲
功
者
た
ち

も
「
合
戦
日
記
」
を
副
え
て
大
宰
府
に
進
上
し
た
と
思
わ
れ
る
。

右
の
大
宰
府
の
例
は
、
基
本
的
に
は
諸
国
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
て

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

よ
い
。
た
と
え
ば
、
天
箆
四
年
(
九
四
一
)
、
備
前
か
ら
但
馬
へ
と
ひ
そ
か
に
逃

れ
た
「
凶
賊
」
藤
原
文
元
ら
一
行
を
斬
首
し
た
但
馬
国
住
人
賀
茂
貞
行
は
、
た

だ
ち
に
首
級
と
と
も
に
「
注
事
由
一
言
上
於
当
国
」
し
、
「
国
解
」
を
出
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
貞
行
が
「
事
由
」
を
「
注
」
し
た
も
の
こ
そ
、
「
合
戦
日
記
」
に

ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
文
元
兄
弟
の
斬
首
に
い
た
る
具
体
的
経
過
、
貞
行
の

知
謀
と
計
略
、
そ
し
て
伎
の
奮
戦
ぶ
り
が
克
明
に
誇
張
し
て
記
載
さ
れ
て
い

た。
以
上
の
叙
述
か
ら
、
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
国
街
の
軍
勢
催
促
に
参
加

し
た
各
武
男
輩
は
、
自
己
の
戦
果
(
首
級
・
捕
虜
・
闘
獲
物
)
と
戦
況
を
注
し

た
「
合
戦
日
記
」
を
国
街
に
提
出
し
、
国
街
で
は
提
出
さ
れ
た
戦
果
と
「
合
戦

日
記
」
の
記
載
を
「
突
検
」
し
て
勲
功
を
認
定
し
、
「
国
解
」
で
勲
功
者
を
注

進
し
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
国
内
武
勇
輩
の
勲
功
申
請

は
、
諸
国
追
捕
使
の
指
押
下
に
あ
る
場
合
、
追
捕
伎
を
通
し
て
行
わ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
。

「
図
解
」
と
「
勲
功
者
注
文
」
を
う
け
た
太
政
官
は
、
陣
定
を
召
集
し
て
勲

功
の
審
査
を
行
い
、
勲
功
の
程
度
に
応
じ
て
臨
時
除
目
、
臨
時
叙
位
の
か
た
ち

で
、
官
職
・
位
階
を
給
与
す
る
。
勲
功
賞
の
実
例
を
み
る
と
、
国
守
や
五
位
以

上
の
勧
賞
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
そ
れ
は
「
魁
首
」
を
斬
首
し
た
最
高
の
勲
功

者
や
最
高
指
揮
官
の
勧
賞
だ
け
が
記
録
の
上
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
一
般
の
園
内
武
勇
輩
の
勲
功
は
任
用
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、

前
九
年
の
役
の
場
合
、
「
源
頼
義
朝
臣
越
二
階
任
伊
予
守
、
加
之
子
息
等
及
従

類
蒙
恩
賞
之
者
廿
木
也
」
と
あ
る
よ
う
に
ニ

O
人
が
勧
賞
に
預
っ
て
い
る
が
、

従
類
の
一
人
物
部
長
依
は
「
討
停
囚
賞
」
と
し
て
陸
奥
大
擦
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

五
九



主
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

る
(
『
除
目
大
成
抄
』
)
。

な
お
、
録
奴
」
・
「
殺
害
」
な
ど
「
重
犯
」
者
の
私
領
・
所
臓
は
国
街
に
よ

っ
て
収
公
さ
れ
、
ま
た
私
領
主
権
・
在
庁
所
職
は
国
司
に
よ
っ
て
給
与
さ
れ
る

の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
実
例
を
徴
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
、

「
凶
党
」
の
構
成
員
か
ら
「
収
公
」
し
た
私
領
・
庄
公
所
臓
は
、
国
司
に
よ
っ

て
追
捕
に
勲
功
を
尽
し
た
武
勇
設
に
給
与
さ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
十
分
可

能
で
あ
る
。
一
つ
だ
け
傍
証
を
あ
げ
る
な
ら
、
治
承
・
寿
永
の
乱
の
終
結
後
、

長
各
部
信
注
附
〉
「
先
日
武
功
」
に
よ
り
頼
朝
の
指
示
で
国
司
か
ら
「
安
芸
国
検

非
違
所
井
庄
公
」
を
給
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
「
勲
功
者
注
文
」
・
「
合
戦
日
記
」
に
注
目
し
、
勲
功
賞
認
定
手
続
に

お
け
る
同
街
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
勲
功
立
を
中
話
す
る
場
合
、
合
戦

に
参
加
し
た
各
式
市
刀
詑
は
(
諸
国
追
捕
伎
を
通
し
て
)
首
級
・
肉
控
口
聞
な
ど
の

具
体
的
戦
果
と
戦
況
な
ど
を
克
明
に
記
し
た
「
合
戦
日
記
」
を
国
街
に
提
出
し

て
実
検
を
う
け
る
。
国
街
で
は
「
勲
功
者
注
文
」
を
作
成
し
「
因
解
」
に
副
え

賞
(
官
爵
)

黙

賞
(
没
官
領
)

功

六
O

て
太
政
官
に
上
申
す
る
。
太
政
官
は
陣
定
に
よ
っ
て
勲
功
立
を
定
め
、
臨
時
の

叙
位
・
除
目
の
形
式
で
給
与
す
る
。
な
お
、
「
謀
似
人
」
没
官
領
の
場
合
、
国

司
が
認
定
・
給
与
し
た
。
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
国
街
の
軍
勢
催
促
に
お

い
て
、
国
内
武
勇
誌
が
各
々
の
私
的
利
害
関
係
に
か
か
わ
り
な
く
積
極
的
に
参

加
す
る
窮
極
の
根
拠
は
、
右
の
よ
う
に
国
向
か
勲
功
賃
推
挙
・
認
定
権
を
掌
握

し
て
い
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
国
内
武
男
誌
は
勲
功
賃
に
あ
.
す

か
ら
ん
が
た
め
に
国
街
の
軍
勢
催
促
に
し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
。

勲功賞給与手続

註
(
1
)

『
本
朝
世
紀
』
天
皮
二
年
四
月
十
九
日
条
。

(
2
)

石
井
進
「
中
世
成
立
期
冠
制
研
究
の
一
祝
点
」
(
『
史
学
雑
誌
』
七

八
ー
一
一
一
)
。
石
井
氏
が
「
国
ノ
兵
共
」
の
組
政
法
と
し
て
指
抗
さ
れ

た
点
は
、
付
国
司
飽
へ
の
結
香
、
一
何
回
司
主
催
の
大
狩
へ
の
参
加
、
同

軍
事
的
神
事
へ
の
組
み
入
れ
、
伺
「
詩
第
囚
」
に
よ
る
武
士
の
家
系
の

登
録
、
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
う
ち
付
を
除
外
し
た
が
、
付
は
伺
々

の
武
勇
誌
と
国
司
と
の
個
別
的
・
弘
的
関
係
に
す
ぎ
ず
、
国
内
式
市
労
誌

の
全
体
が
国
司
館
へ
の
結
香
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
み
な
し
え
な

い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
氏
が
解
明
さ
れ
た
寸
前
治
点
は
、
き
わ
め
て

主
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
以
土
身
分
と
し
て
の
国
内
武
見
誌

の
国
街
内
部
に
お
け
る
地
位
を
表
わ
す
も
の
で
、
そ
れ
白
休
日
時
制
と
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
回
街
託
制
研
究
の
指
針
と
な
っ
た
著
名

な
格
図
も
、
回
初
年
の
最
大
口
動
員
さ
れ
た
状
化
包
を
一
部
す
も
の
で
、
い

か
に
し
て
動
員
し
た
か
と
い
う
軍
努
催
促
の
具
体
的
形
式
と
そ
の
条
件

を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

図4



(
3
)

『
高
山
寺
本
古
往
来
表
白
祭
'
-
(
高
山
寺
資
料
設
古
第
二
市
)
。

(
4
)

『
小
右
記
一
長
元
元
年
七
月
廿
四
日
条
。

(
5
)

石
井
造
『
中
世
式
土
問
』
(
『
小
学
館
版
日
本
の
怪
史
』
口
)
、
市
川
州

日
明
「
一
国
土
の
発
生
と
そ
の
性
絡
」
(
『
歴
史
公
論
』

7
)
。

(
6
)

『
点
信
公
記
抄
』
天
皮
三
年
正
月
十
六
日
条
。

(
7
)

『
類
袋
三
代
格
』
寛
平
九
年
四
月
十
日
官
符
。

(
8
)

『
平
安
遺
文
』
八
|
四

O
七
九
号
。

(
9
)

『
平
安
遺
文
』
八
1

四
O
八
三
号
。

(
叩
)
『
続
群
苫
類
従
』
巻
第
三

O
七。

(
日
)
『
九
暦
』
天
麿
元
年
十
二
月
廿
日
条
。

(
ロ
)
『
本
朝
文
粋
』
天
皮
三
年
正
月
十
一
日
官
符
。

(
日
)
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
六
月
廿
九
日
条
。

(
H
)

『
・
本
朝
世
紀
』
天
底
四
年
十
一
月
廿
九
日
条
。

(
日
)
『
本
朝
世
紀
』
天
度
四
年
九
月
廿
六
日
条
。

(
日
)
『
平
安
泣
文
』
九
|
四
六
五
二
号
。

(
げ
)
上
横
手
雅
敬
「
私
筑
の
特
質
」
(
回
一
部
4
羽
『
中
世
の
法
と
凶
山
本
』

所
収
)
。

(
路
)
『
吾
妻
鋭
』
文
治
二
年
四
月
五
日
条
。

四
、
国
得
軍
制
の
諸
段
階

付
国
街
宣
制
の
源
流

国
街
軍
制
の
源
流
は
、
捕
亡
令
を
中
心
に
規
定
さ
れ
た
律
令
制
下
の
国
司
の

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
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井
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「
人
兵
」
差
発
・
「
定
賊
」
追
捕
権
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

律
令
制
下
、
国
内
で
「
急
速
大
事
」
(
「
謀
奴
以
上
」
・
「
定
賊
」
)
と
認
定
さ

れ
る
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
獄
令
告
密
条
、
捕
亡
令
追
捕
罪
人
条
、
控
興
律

問
発
兵
条
な
ど
に
も
と
づ
い
て
(
公
式
令
国
有
急
速
条
)
、
国
司
は
た
だ
ち
に

「
悶
近
之
兵
及
夫
」

(
l
「
人
兵
」
)
を
差
発
し
て
「
追
捕
」
す
る
と
と
も
に
、

事
態
と
鎮
圧
の
た
め
に
動
員
し
た
兵
士
数
を
「
馳
駅
奏
聞
」
す
る
こ
と
、
そ
れ

で
も
な
お
鋲
圧
で
き
ず
に
さ
ら
に
「
発
兵
」
を
要
す
る
場
合
、
「
馳
駅
」
し
て

「
契
勅
」

1
「
発
兵
符
」
を
申
請
す
る
こ
と
、
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
か

か
る
「
急
速
大
事
」
に
お
け
る
「
人
兵
」
差
発
・
「
冠
賊
」
追
捕
方
式
を
、
追

捕
非
人
条
集
解
釈
云
に
よ
り
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る。
こ
の
「
臨
時
発
兵
」
規
定
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
第
一
に
、
「
馳
駅
奏
悶
」
・

「
契
勅
」
を
通
じ
て
、
中
央
政
府
が
国
司
の
軍
事
権
に
き
わ
め
て
厳
し
い
統
制

を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
…
目
興
律
の
量
刑
が
所
発
人
数
を
基
準
に
し
て
い

る
こ
と
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
政
府
は
動
員
数
に
ま
で
統
制
を
加
え
て
い
る
の

で
あ
り
、
国
司
の
軍
事
権
に
お
け
る
裁
量
は
強
く
抑
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。
第
二
に
重
要
な
点
は
、
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
が
、
軍
団
兵
士
制
を
前

提
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
追
捕
罪
人
条
は
、
部
内
に
軍
団
が
あ
れ
ば
国

司
の
罪
人
追
捕
に
協
力
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
軍
団
は
け

っ
し
て
罪
人
追
捕
の
中
心
機
関
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
団
は
、
対
外
戦

争
に
お
け
る
大
規
模
動
員
に
備
え
て
全
国
に
配
備
さ
れ
た
徴
兵
拠
点
で
あ
り
、

「
兵
庫
」
と
練
兵
場
と
軍
毅
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
平
時
は
、

占ノ、
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軍
毅
が
兵
士
に
「
陣
法
」

(
1画
一
的
操
兵
規
範
)
に
の
っ
と
っ
て
集
団
訓
練
を

行
い
、
戦
時
点
M
J
寧
毅
の
指
揮
下
で
将
軍
を
頂
点
と
す
る
軍
事
一
編
成
の
単
位
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
が
、
か
か
る
寧
防
令
写
制
と
は
全
く
編
成
原
理

を
異
に
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
臨
時
発
兵
」
規
定
で
は
、
差
発
対
象
も

「
人
兵
」
で
あ
り
、
「
人
夫
」
の
か
た
ち
で
兵
士
以
外
の
武
J
市
特
殊
な
雑
街

と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
八
世
紀
の
実
例
で
は
「
強
幹
人
」
、
「
臨
時
発

兵
」
の
特
殊
な
形
式
で
あ
る
「
前
一
日
図
式
」
で
は
「
百
姓
便
弓
馬
者
」
と
み
え
、

「
人
夫
」
の
実
態
が
い
か
な
る
武
力
だ
っ
た
か
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
は
、
平
団
兵
士
制
の
存
在
を
不

可
欠
の
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
延
陪
一
一
年
(
七
九
二
)
の
兵
士
制
廃

止
も
国
司
の
「
臨
時
発
兵
」
権
・
「
謀
奴
以
上
」
追
捕
権
に
重
大
な
影
笠
を
与

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
に
よ
り
も
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
前
半
の
地
方

社
会
に
は
、
整
備
さ
れ
た
制
度
的
形
式
と
は
う
ら
は
ら
に
「
謀
奴
以
上
」
・
「

L

足

以
」
と
認
定
さ
れ
る
反
権
力
闘
争
が
広
汎
に
展
開
す
る
状
況
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
こ
の
時
期
、
国
|
郡
の
通
常
の
行
政
権
の
一
部
で
あ
る
「
非
違
」
検
察
権

の
範
囲
内
で
基
本
的
に
は
治
安
維
持
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

伺
九
世
紀
後
半
の
軍
事
政
策

九
世
紀
中
葉
に
入
る
と
、
地
方
諸
国
で
の
群
盗
・
海
賊
が
主
要
な
政
治
問
題

と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
貞
観
期
ま
で
の
特
徴
は
、
国
街
軍
事
力
強
化
よ
り
む

し
ろ
国
検
非
違
使
設
置
、
「
結
保
」
と
保
長
の
設
定
、
市
津
要
路
へ
の
「
偵
選
」

の
配
置
な
ど
、
国
街
「
非
違
」
検
察
機
能
の
強
化
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
貞
観
年
間
以
降
、
群
盗
海
賊
、
同
庁
囚
奴
乱
が
活
発
に
な
っ
て
く
る

」ー
ノ、

と
、
中
央
政
府
は
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
を
適
用
し
て
「
追
討
勅
符
」
・

「
追
捕
官
符
」
を
且
日
に
発
し
、
「
人
兵
(
夫
)
」
を
差
発
し
て
鎮
圧
す
る
こ
と

を
命
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
一
方
で
、
政
府
は
「
凶
党
」
鎮
圧
の
た
め
の

軍
制
の
再
編
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
元
慶
二
年
(
八
七
八
)
、
出
羽
停
囚
乱

鋲
定
後
、
出
羽
で
は
兵
士
制
の
再
編
強
化
を
は
か
り
(
「
当
国
例
丘
一
}
)
、
瀬
戸
内

諸
国
で
は
備
前
国
一
一
百
四
日
に
よ
り
武
器
・
絞
食
を
国
街
で
負
担
す
る
「
禦
賊
兵

士
」
の
制
度
化
を
試
み
、
大
宰
府
管
内
で
は
貞
観
一
一
年
以
降
、
新
経
海
賊
撃

退
の
た
め
権
少
弐
に
「
摂
行
雪
国
事
」
さ
せ
て
軍
事
権
を
集
中
し
(
「
討
賊

使
」
)
、
諸
国
停
囚
を
警
固
兵
士
に
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
九
世
紀
に
入
っ
て
全
国
に
遷
註
さ
れ
た
伊
囚
は
、
国
街
の
直
接
掌

握
下
に
あ
り
群
盗
鎮
圧
に
利
用
さ
れ
て
い
た
(
「
折
取
災
経
、
散
居
中
園
、
絞

有
盗
賊
、
令
其
防
禦
」
)
。
こ
の
停
囚
問
題
は
、
「
日
本
万
」
の
起
源
に
つ
い
て

興
味
深
い
事
実
を
提
供
し
て
い
る
。
八
世
紀
頃
昭
一
央
地
域
に
登
場
し
た
「
蕨
手

万
」
は
九
世
紀
に
全
国
に
拡
が
り
、
手
抜
形
蕨
手
万
を
経
て
一

O
世
紀
に
毛
抜

形
太
万
へ
と
発
展
す
る
。
強
い
反
り
を
も
っ
「
日
本
万
」
町
、
律
令
市
古
川
の
直

刀
に
で
は
な
く
、
照
一
災
の
蕨
手
万
に
起
源
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
九
世
紀

後
半
の
群
盗
海
防
追
捕
に
、
国
街
が
停
囚
の
武
力
を
利
用
し
た
こ
と
と
密
接
に

関
連
す
る
と
思
わ
れ
、
国
街
早
制
と
中
世
的
武
装
形
態
・
戦
闘
形
態
の
い
ま
一

つ
の
涼
流
を
停
囚
の
武
力
に
求
め
る
見
解
を
支
持
し
た
い
と
四
%
。

中
央
政
府
が
直
接
群
盗
鋲
庄
の
た
め
の
兵
士
組
訟
を
制
度
化
ず
る
試
み
は
結

局
定
着
す
る
に
は
い
た
ら
ず
、
や
が
て
国
司
の
裁
量
に
全
面
的
に
委
ね
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

同
延
喜
の
「
軍
制
改
革
」
と
前
期
王
朝
国
家
段
階
の
国
街
軍
制



寛
平
元
年
(
八
八
九
)
に
起
っ
た
「
東
国
陪
首
」
物
部
氏
永
の
蜂
起
は
、
同

七
年
「
反
東
諸
国
包
装
之
詰
」
の
「
償
馬
之
党
」
に
よ
る
大
規
校
な
「
凶
党
」

箆
起
を
へ
て
、
珪
苔
元
年
将
門
の
乱
誤
圧
の
先
例
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
「
京
国

乱
」
へ
と
発
艮
し
、
同
年
出
羽
で
作
囚
乱
が
お
こ
り
、
そ
の
後
も
延
喜
年
間
に

越
前
・
段
河
・
飛
胃
・
下
総
・
上
野
・
下
野
・
武
蔵
で
官
合
焼
亡
、
国
府
間
引

阜
、
国
守
殺
害
な
ど
の
「
凶
党
」
蜂
起
が
頻
発
し
て
い
る
。
延
宣
口
元
年
「
京
国

乱
」
を
中
心
と
す
る
蜂
起
は
、
究
平
J
延
喜
の
一
連
の
国
制
改
革
に
よ
る
国
街

権
力
の
強
化
、
官
長
へ
の
権
力
集
中
に
反
発
す
る
在
地
諸
階
層
の
組
織
的
反
抗

と
み
る
こ
と
が
で
き
、
か
か
る
蜂
起
を
破
砕
す
る
た
め
に
国
制
改
革
の
一
環
と

し
て
「
軍
制
改
革
」
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

廷
喜
初
年
の
「
筑
制
改
革
」
の
内
容
は
、
第
一
に
、
発
兵
に
対
す
る
中
央
政

府
の
段
格
な
統
制
を
終
和
し
、
発
兵
に
お
け
る
国
街
の
裁
量
権
を
拡
大
し
た
こ

と
で
あ
る
。

国
街
か
ら
の
飛
駅
奏
上
に
対
し
て
、
本
来
、
「
発
兵
符
」

1
「
勅
符
」
を
発

給
す
る
の
が
原
則
だ
っ
た
が
、
「
雄
飛
駅
突
事
軽
者
、
給
官
符
、
見
延
喜
一
一
-
一
一

恥
御
一
白
の
記
事
に
み
る
よ
う
に
、
事
態
を
「
軽
」
と
判
断
し
「
勅
符
」
に
か

え
て
「
官
符
」
を
賜
う
慣
行
が
「
東
国
乱
」
の
時
期
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

「
勅
符
」
か
ら
「
官
符
」
へ
の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
か
。
時
期
は
や
や
遡
る

が
、
元
慶
七
年
(
八
八
三
)
上
総
防
庁
囚
に
よ
る
「
盗
取
官
物
数
殺
時
人
民
」
と

い
う
事
態
に
対
し
、
上
総
介
藤
原
正
範
は
「
奴
乱
」
と
み
な
し
「
発
諸
郡
人
兵

千
人
、
令
其
追
討
」
(
「
発
兵
状
」
報
告
)
、
「
荷
量
非
数
千
兵
者
不
得
征
伐
」

(
「
発
兵
符
」
請
求
)
を
飛
駅
奏
言
し
た
。
令
制
に
お
け
る
「
急
速
大
事
」
の

さ
い
の
「
臨
時
発
兵
」
規
定
を
忠
実
に
遵
守
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
政
府
は
、
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事
態
を
「
停
夷
群
盗
偲
罪
逃
窃
」
「
品
川
余
人
倫
児
」
と
認
定
し
、
「
何
足
以
馳
羽

搬
、
宜
停
給
勅
契
、
直
下
官
符
、
差
発
人
夫
、
早
速
追
捕
」
と
命
じ
、
さ
ら
に

「
自
今
事
非
機
急
、
勘
拠
律
令
、
発
退
脚
力
、
申
太
政
官
、
不
得
専
版
馳
駅
上

奏
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
政
府
は
頻
繁
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
凶
党
」
蜂
起
を
、

「
馳
駅
申
奏
」
↓
「
勅
契
l
追
討
勅
符
」
↓
「
発
兵
」
と
い
う
形
式
に
よ
る
鎮

圧
対
象
と
は
み
と
め
ず
、
「
国
解
」
↓
「
追
捕
官
符
」
↓
「
人
夫
」
差
発
と
い

う
形
式
で
鎮
圧
す
る
方
針
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
府
は
、
事
態
を
過

少
評
価
し
控
輿
律
に
よ
る
厳
し
い
規
制
を
う
け
る
こ
と
の
な
い
「
人
夫
」
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
街
の
軍
事
動
員
、
「
凶
党
」
鎮
圧
に
対
す
る

中
央
政
府
の
統
制
を
緩
和
し
、
国
街
の
裁
量
権
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
方
針
が
制
度
的
に
定
着
し
た
の
が
、
延
喜
元
年
を
中
心

と
す
る
「
東
国
乱
」
の
時
期
で
あ
り
、
以
後
の
「
凶
党
」
蜂
起
は
、
基
本
的
に

「
国
解
」
↓
「
追
捕
官
符
」
方
式
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
軍
制
改
革
」
の
第
二
の
点
は
、
「
凶
党
」
追
捕
の
専
門
機
関
と
し
て
一
国

単
位
に
押
領
使
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
慶
二
年
六

月
、
将
門
の
乱
鎮
圧
の
た
め
諸
国
に
配
置
さ
れ
た
押
領
伎
は
、
「
以
五
位
充
例
」

を
考
慮
し
つ
つ
任
命
さ
れ
て
お
り
、
天
慶
二
年
以
前
に
押
領
使
任
命
の
先
例
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
出
発
点
は
他
の
「
例
」
か
ら
類
推
す
れ
ば
、

延
喜
元
年
東
国
乱
の
時
期
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
捕
亡
令

「
臨
時
発
兵
」
規
定
で
は
、
「
人
兵
」
差
発
は
臨
機
に
お
け
る
国
司
の
一
機
能

に
す
ぎ
ず
、
独
立
し
た
専
門
機
関
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
押

領
使
は
、
「
凶
党
」
蜂
起
の
活
発
化
に
と
も
な
い
、
強
化
さ
れ
た
国
街
軍
事
権

ムノ、



王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

を
集
中
・
単
一
化
す
る
た
め
に
創
出
さ
れ
た
一
個
の
軍
事
機
関
だ
っ
た
の
で
あ

る。
第
三
に
、
「
軍
役
」
の
賦
課
基
準
を
明
確
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
軍
役
」

を
負
担
す
る
権
利
と
義
務
を
有
す
る
名
誉
の
戦
士
身
分
と
し
て
の
園
内
武
勇
誌

が
形
成
さ
れ
て
山
一
た
ぺ
叱
で
ゆ
る
。
、
一
官
民
二
白
川
哨
羽
砕
囚
乱
に
対
す
る
官
符

の
一
つ
に
「
応
国
内
浪
人
不
論
高
家
雑
人
差
宛
軍
役
」
が
あ
る
が
、
こ
の
乱
へ

の
対
応
は
延
喜
二
・
三
年
の
「
例
」
に
依
拠
し
て
お
り
、
「
不
論
商
家
雑
人
」

の
原
則
は
延
喜
初
年
の
東
国
乱
・
出
羽
作
閃
乱
の
さ
い
に
明
確
化
し
た
も
の
と

考
え
る
。

以
上
、
延
喜
の
「
軍
制
改
革
」
は
、
付
国
初
へ
の
軍
事
権
の
大
幅
委
談

1
国

司
裁
量
権
の
拡
大
、
伺
強
化
さ
れ
た
軍
事
権
(
軍
勢
催
促
・
追
捕
)
の
押
領
伎

へ
の
集
中
、
同
「
不
論
六
同
家
雑
人
」
と
い
う
軍
役
賦
課
基
準
の
確
立
、
を
主
要

な
内
容
と
し
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
王
朝
国
家
は
、
「
凶
党
」
蜂
起
を
破
砕
す

る
強
力
な
鎮
圧
体
系

1
国
街
軍
制
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
平
制
改
革

は
、
国
司
権
力
の
強
化
U

国
内
支
配
に
お
け
る
国
司
裁
量
権
の
大
幅
な
拡
大
と

い
う
延
喜
の
国
制
改
革
の
基
調
と
合
致
し
て
お
り
、
国
制
改
革
の
不
可
分
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

承
平
・
天
慶
の
乱
は
、
こ
う
し
て
確
立
し
た
国
街
軍
制
に
よ
っ
て
鋲
圧
さ

れ
、
乱
後
の
天
皮
J
天
陪
初
年
ま
で
に
全
国
に
わ
た
っ
て
追
捕
佼
・
押
領
伎
は

常
置
さ
れ
て
い
く
。
一

0
1
一
一
世
紀
中
葉
の
前
期
王
朝
国
家
段
階
の
「
凶

党
」
蜂
起
の
具
体
例
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
図
解
」
↓
「
追
捕
官
符
」
の
形

式
で
鎮
圧
さ
れ
て
い
る
。
中
央
か
ら
追
討
伎
が
派
近
さ
れ
て
い
る
の
は
承
平
・

天
疫
の
乱
と
正
出
三
年
の
追
討
阿
波
海
賊
使
・
長
元
元
年
の
追
討
忠
常
之
使
だ

六
四

け
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
国
街
機
構
そ
の
も
の
が
成
掠
さ
れ
る
大
規
模
な
蜂
起
だ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
因
解
」
↓
「
追
捕
官
符
」
形
式
で
鋲
圧
で
き
た
こ
と

は
、
国
司
の
下
知
に
も
と

e

つ
い
て
諸
国
追
捕
伎
が
国
内
武
勇
笠
を
催
促
し
て

「
凶
党
」
を
鎮
圧
す
る
方
式
が
有
効
に
機
能
し
て
お
り
、
中
央
政
府
と
し
て
は

「
追
捕
官
符
」
で
一
般
的
に
規
制
す
る
だ
け
で
、
事
態
の
鎮
静
を
国
司
に
全
面

的
に
委
ね
、
直
接
テ
コ
入
れ
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

帥
後
期
王
朝
国
家
段
階
の
国
街
軍
制

一
一
世
紀
後
半
以
降
、
王
朝
国
家
率
制
は
新
た
な
段
階
に
入
る
。
こ
の
段
階

の
特
徴
は
、
「
因
解
」
↓
「
追
捕
官
符
」
の
か
た
ち
で
、
国
司
に
軍
勢
催
促
・

「
凶
党
」
鋲
圧
を
委
ね
て
い
た
本
来
の
国
街
軍
制
が
有
効
に
機
能
し
な
く
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
国
」
だ
け
に
宛
て
た
「
追
捕
官
符
」
の
実

例
が
、
一
一
世
紀
後
半
以
降
急
激
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

か
か
る
変
化
の
実
相
は
、
第
一
立
で
み
た
保
延
元
年
の
海
間
対
策
で
の
審
議

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
月
一
四
日
国
司
に
「
追
討
宣
旨
」
を
与
え

て
鋲
圧
さ
せ
る
こ
と
に
決
定
し
た
陣
定
で
、
源
師
房
が
「
此
事
不
可
叶
、
故

者
、
諸
国
猛
勢
輩
、
各
好
海
賊
、
近
及
周
防
国
司
上
近
時
、
当
図
説
称
ね
段
、

完
凌
国
司
、
准
的
他
国
又
如
此
欽
」
と
危
位
し
た
こ
と
は
、
四
月
八
日
の
昨
定

で
の
関
白
忠
実
の
発
詰
「
可
追
討
之
由
、
髭
給
宣
旨
於
国
司
等
、
子
今
不
叶
、

何
様
可
行
哉
」
と
い
う
か
た
ち
で
現
実
に
な
っ
た
。

国
司
に
よ
る
軍
勢
催
促
が
不
可
能
に
な
っ
た
原
因
は
、
第
一
に
、
定
役
を
訪

仕
す
，
A

き
国
内
武
勇
訟
の
お
欧
化
と
い
う
現
象
が
示
す
よ
う
に
、
国
司
が
国
内

武
一
見
誌
を
掌
痘
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
記
し
た
沼
町
一
M
の



述
伎
は
、
か
か
る
現
状
を
中
央
貴
族
が
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
物
語

る
。
第
二
に
、
荘
国
公
領
制
の
展
開
の
な
か
で
、
前
期
王
朝
国
家
段
階
の
「
不

誌
高
家
経
人
」
と
い
う
軍
役
賦
課
基
準
が
崩
摂
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
御
柏
工

等
不
及
帯
弓
箭
万
兵
等
」
、
「
御
牧
住
人
者
皆
神
人
也
、
争
脱
衣
衣
、
着
甲
何
日

哉
、
芭
非
其
器
配
」
(
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期
)
な
ど
の
例
は
、
神
人
・
仙
工

.
寄
人
ら
庄
々
住
人
の
軍
役
拒
否
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

国
司
の
国
内
全
体
に
対
す
る
検
断
権
の
実
効
性
も
、
荘
園
公
領
制
の
形
成

1

権
門
寺
社
の
独
立
化
の
な
か
で
喪
失
し
て
い
く
。
保
延
元
年
海
賊
対
策
で
「
海

賊
首
所
々
庄
々
住
人
者
、
被
仰
木
所
、
被
召
進
由
可
被
仰
」
と
い
う
意
見
畠
か
賛

同
を
え
て
い
る
よ
う
に
、
「
住
人
」
に
対
す
る
「
本
所
」
の
支
配
権
が
確
立

し
、
国
司
は
「
庄
々
住
人
」
に
対
し
て
検
断
権
を
行
使
し
え
な
く
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
、
荘
図
の
領
域
支
配
の
確
立
過
程
で
、
「
任
官
符
旨

為
令
検
注
一
一
一
一
戸
上
、
差
近
国
佼
等
之
処
、
彼
庄
司
等
引
率
数
多
随
兵
、
出
合
途

中
、
寛
没
陀
ぽ
」
、
「
{
目
的
品
川
小
回
目
代
・
在
庁
官
人
等
、
:
:
:
催
具
数
百
軍
兵
数

千
人
夫
、
追
捕
官
符
省
符
庄
」
の
記
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
武
力
抗
争
を
と

も
な
う
国
街
荘
園
間
の
相
論
が
激
泊
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
一
世
紀
後
半
か
ら

増
加
す
る
か
か
る
事
態
は
、
軍
事
的
鋲
庄
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
太

政
官
に
提
訴
さ
れ
訴
訟
に
よ
っ
て
解
決
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
(
噸
訴
を

含
む

)oh代
・
在
庁
官
人
ら
伊
〉
「
発
向
軍
兵
」
は
、
権
門
寺
社
か
ら
「
国
可

謀
叛
狼
殺
H

「
違
勅
謀
反
之
甚
」
と
訴
え
ら
れ
、
庄
司
の
「
儲
軍
兵
、
擬
殺

害
」
と
い
う
「
濫
行
」
を
国
司
は
抑
圧
で
き
ず
「
早
被
札
断
所
犯
、
遺
官
使
欲

被
停
止
件
払
例
」
と
政
府
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
荘
園
公
領
制
の
展
開

1
諸
権
門
の
自
立
化
と
い
う
新
た
な
状
況

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

の
も
と
で
、
「
国
」
と
い
う
行
政
機
構
を
通
し
て
全
国
的
重
犯
倹
断
権
・
軍
事

指
揮
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
後
期
王
朝
国
家
段
階
の
中
央
政

府
は
、
新
た
な
軍
制
上
の
対
応
を
せ
ま
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
国
司
の
掌
垣
か
ら
は
な
れ
た
国
内
武
勇
輩
は
、
荘
園
公
領
と
い
う
政

治
的
編
成
と
は
呉
質
の
次
元
で
、
諸
国
追
捕
使
の
地
位
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な

っ
た
有
力
武
勇
楚
の
も
と
に
結
集
し
、
顕
著
な
地
域
的
偏
差
を
は
ら
み
つ
つ

も
、
国
街
軍
制
の
制
度
形
式
を
換
骨
奪
胎
し
な
が
ら
ご
国
棟
梁
」
と
呼
ぶ
べ

き
地
域
的
軍
事
権
力
を
生
み
出
し
て
い
く
。
一
国
棟
梁
は
諸
国
追
捕
伎
の
軍
勢

催
促
権
・
勲
功
賞
推
挙
権
を
横
梓
に
国
内
武
勇
輩
と
の
聞
に
主
従
関
係
を
形
成

す
る
と
と
も
に
、
「
介
」
・
「
在
国
司
」
等
有
力
在
庁
と
し
て
国
街
在
庁
機
構
を

掌
担
札
、
さ
ら
に
婚
姻
を
通
じ
て
国
内
武
勇
輩
と
の
血
縁
的
紐
帯
を
強
化
し
て

い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
軍
事
的
環
境
の
な
か
で
後
期
王
朝
国
家
段
階
の
政
府
が
行
っ
た

軍
制
的
対
応
の
一
つ
は
、
国
司
に
国
内
武
勇
翠
「
交
名
」
を
注
進
さ
せ
、
「
追

討
宣
言
日
」
に
彼
ら
の
氏
名
を
直
接
記
載
し
て
発
給
す
る
方
式
の
採
用
で
あ
る
。

「
指
国
々
武
士
等
交
名
、
各
給
宣
旨
、
自
件
賊
慎
腕
]
(
保
延
元
年
海
賊
対

必
一
「
近
江
・
美
乃
・
越
前
三
ヶ
園
、
各
可
注
申
国
内
武
士
之
由
、
被
仰
国

司
」
(
安
元
三
年
延
磨
寺
大
衆
鎮
圧
)
の
記
事
が
、
右
の
方
式
を
よ
く
示
し
て
い

る
。
国
街
軍
制
の
形
式
を
利
用
し
な
が
ら
、
中
央
政
府
が
直
接
各
国
内
武
勇
誌

に
「
追
捕
宣
旨
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
軍
事
的
奉
仕
を
ひ
き
だ

そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
、
さ
ら
に
重
要
な
寧
制
的
対
応
は
、
中
央
政
府
の
強
力
な
軍
事

指
揮
権
を
体
現
す
る
追
討
使
派
遣
に
よ
る
軍
事
問
題
の
解
決
で
あ
る
。
追
討
使

六
五



王
朝
国
家
回
街
冠
制
の
総
造
と
展
開
(
下
向
井
)

は
「
可
追
討
某
国
住
人
凶
賊
某
」
の
文
言
を
も
っ
「
追
討
官
符
(
宣
旨
)
」
を
蒙
っ

て
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
将
帥
で
あ
っ
て
、
局
地
的
諸
国
に
対
す
る
軍
勢
催
促
権

(
「
催
近
境
国
々
兵
士
、
令
因
幡
守
正
盛
追
討
之
由
、
被
下
宣
旨
立
)
と
勲
功
賞

推
挙
権
(
「
源
頼
義
朝
臣
越
二
階
任
伊
予
守
、
加
之
子
息
等
及
従
類
蒙
思
賞

円
幻
}

之
者
廿
本
也
」
)
が
付
与
さ
れ
た
。
九
J
一
O
世
紀
段
陪
で
は
衛
府
官
人
が
派

遣
さ
れ
四
等
官
(
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
し
た
)
構
成
を
と
り
、
国
街
軍
制
に
対

す
る
指
弾
権
は
そ
れ
ほ
ど
強
力
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
平
忠
常
の

乱
後
、
摂
関
期
以
来
受
領
・
廷
尉
を
歴
任
し
て
き
た
武
勇
の
貴
族
で
あ
る
源
平

両
氏
が
、
追
討
伎
に
点
惚
さ
れ
、
地
方
諸
国
に
対
す
る
強
力
な
軍
事
指
都
時
か

付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
国
司
を
通
し
て
軍
勢
催
促
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

り
、
一
国
棟
梁
の
も
と
に
地
域
的
平
事
権
力
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
状

況
の
も
と
で
、
中
央
政
府
は
、
追
討
伎
に
地
方
諸
国
武
男
註
に
対
す
る
強
力
な

指
揮
権
を
与
え
、
有
効
に
機
能
し
な
く
な
っ
た
国
街
軍
制
の
再
掌
握
に
つ
と
め

る
の
で
あ
る
。

一
一
世
紀
後
半
の
奥
羽
の
軍
事
問
題
は
、
頼
義
・
義
家
・
義
嗣
ら
河
内
源
氏

の
将
帥
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
河
内
源
氏
は
、
追
討
伎
の
軍

事
指
揮
権
を
主
要
な
槙
梓
と
し
て
東
国
武
勇
輩
と
の
聞
に
主
従
結
合
を
強
め
て

い
く
。
一
方
、
源
氏
に
や
や
お
く
れ
て
院
権
力
に
育
成
さ
れ
て
急
速
に
拾
頭
し

た
伊
勢
平
氏
は
源
義
親
追
討
・
海
賊
鋲
圧
の
た
め
に
追
討
伎
と
し
て
西
国
に
派

遣
さ
れ
、
西
国
武
勇
笠
と
の
聞
に
主
従
制
を
形
成
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
追
討

伎
の
制
度
を
通
し
て
源
平
両
氏
は
地
域
的
軍
事
権
力
を
学
痘
下
に
お
さ
め
、

「
武
家
の
棟
梁
」

l
一
国
棟
梁
|
国
内
武
勇
笠
と
い
う
軍
事
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー

を
築
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
l
は
、
制
度

ムハムハ

的
に
確
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
的
主
従
結
合
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
一
面
に
お
い
て
ル
ー
ズ
な
結
合
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て

も
な
お
、
「
追
討
宣
旨
」
の
み
が
唯
一
最
高
の
軍
事
指
揮
権
の
源
泉
で
あ
り
、

「
追
討
宣
旨
」
を
蒙
る
こ
と
な
し
に
武
家
の
棟
梁
の
軍
事
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は

機
能
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

治
承
・
寿
永
の
乱
に
勝
利
し
た
源
頼
朝
の
軍
事
権
力
は
、
追
討
伎
の
制
度
を

全
国
的
規
模
で
恒
久
化
し
た
権
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
平
氏
追
討
伎
と
し
て
全

国
的
軍
事
指
揮
権
を
獲
得
し
た
頼
朝
は
、
本
来
私
的
個
別
的
主
従
制
で
あ
る
御

家
人
制
を
軍
事
指
持
権
を
損
梓
に
全
国
的
規
模
で
制
度
化
し
て
い
く
。
そ
し
て

王
朝
国
家
の
諸
国
追
捕
伎
に
か
わ
る
一
国
単
位
の
御
家
人
指
伴
官
・
「
凶
党
」

追
捕
機
関
と
し
て
、
惣
追
捕
伎

1
守
護
人
を
配
置
し
て
い
く
。
平
氏
追
討
過
程

で
形
成
さ
れ
た
か
か
る
軍
事
権
力
が
、
最
終
的
に
王
朝
国
家
か
ら
切
り
は
な
さ

れ
恒
久
的
体
制
と
し
て
確
立
す
る
の
が
文
治
守
詫
肢
の
勅
許
で
あ
ろ
う
。

註
(
1
)

以
上
の
叙
述
は
、
拙
稿
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
成
立
」
(
『
史
学
研

究
』
一
四
回
)
に
依
拠
。

(
2
)

一
九
七
五
年
に
提
出
し
た
筆
者
の
卒
業
論
文
「
律
令
国
家
変
質
期
に

お
け
る
軍
事
力
編
成
」
(
未
発
表
)
。

(
3
)

『
続
日
本
紀
』
皮
芸
三
年
三
月
廿
六
日
条
。

(
4
)

『
類
町
民
三
代
格
』
宝
亀
十
一
年
七
月
廿
六
日
勃
。

(
5
)

拙
稿
註
(
1
)
論
文
。

(
6
)

『
一
一
一
代
突
録
』
元
皮
三
年
六
月
廿
六
日
条
。

(
7
)

『
一
一
一
代
実
録
』
元
民
七
年
十
月
六
七
日
条
。



(
8
)

『
一
二
代
実
録
』
元
皮
二
年
七
月
十
三
日
条
、
『
類
緊
三
代
格
』
寛
平

六
年
八
月
九
日
官
符
、
点
観
十
一
年
十
二
月
五
日
官
符
。

(
9
)

『
一
ニ
代
実
録
』
点
観
十
二
年
十
二
月
二
日
条
。

(
叩
)
石
井
口
日
国
「
上
古
万
古
万
」
(
『
日
本
万
全
集
第
二
巻
日
本
万
の

時
代
の
見
ど
こ
ろ
』
)
。

(
日
)
戸
田
芳
実
「
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』
所
収
)

(
ロ
)
『
北
山
抄
』
第
四
。

(
日
)
『
一
二
代
実
録
』
元
箆
七
年
二
月
九
日
条
、
同
廿
一
日
条
。

(
M
)
『
本
朝
世
紀
』
天
毘
二
年
四
月
十
九
日
条
。

(
日
)
『
平
安
遺
文
』
八
|
四

O
八
O
号。

(
日
)
『
平
安
遺
文
』
八
|
四
一
一
一
一
一
号
。

(
口
)
『
平
安
遺
文
』
四
|
一
一
一
一
五
三
号
。

(
凶
)
『
平
安
遺
文
』
六

l
二
四
八
一
号
。

(
印
)
『
平
安
遺
文
』
七
|
三
一
五
三
号
。

(
却
)
『
平
安
遺
文
』
六
|
二
四
八
一
号
。

(
幻
)
『
平
安
遺
文
』
七

l
一一一一一一一一号。

(
辺
)
た
と
え
ば
藤
原
(
奥
羽
)
、
小
山
(
下
野
)
、
上
総
介
、
千
葉
介
(
下

総
)
、
鎌
倉
党
(
相
模
)
、
橘
(
駿
遠
)
、
城
介
(
越
後
)
、
斎
藤
党
(
越

前
・
加
賀
)
、
佐
々
木
(
近
江
)
、
益
田
(
石
見
)
、
河
野
(
伊
予
)
、
原

因
(
筑
前
)
、
草
野
(
筑
後
)
、
高
木
(
肥
後
)
、
菊
池
(
肥
後
)
、
大
神

(
笠
後
)
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
。

(
お
)
『
長
秋
記
』
保
延
元
年
三
月
十
四
日
条
。

王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
(
下
向
井
)

(
M
)

『
玉
葉
』
安
元
三
年
五
月
廿
九
日
条
。

(
お
)
『
玉
禁
』
治
承
三
年
七
月
廿
八
日
条
。

(
部
)
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
廿
九
日
条
。

(
幻
)
『
平
安
遺
文
』
九
|
四
六
五
二
号
。

(
泊
)
大
会
当
日
配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
表
「
平
安
時
代
の
追
討
使
」
参

照。

八
付
記
〉
本
稿
は
、
一
九
八

O
年
広
島
史
学
研
究
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

お
け
る
報
告
を
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
四
、
国
街
軍
制
の
諸
段
階
」
は

報
告
の
さ
い
時
間
不
足
で
カ
ッ
ト
し
た
部
分
で
あ
る
。
日
頃
か
ら
懇
切
な
御

指
導
を
賜
わ
っ
て
い
る
坂
本
賞
三
先
生
に
こ
の
場
を
か
り
で
お
礼
申
し
上
げ

た
い
。

六
七
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A Study of the Structure and Development of 

Kokuga-Gunsei (OO1~j!l!i!lIJ) in Ocho-Kokka 

(::E~OO~) 

by Tatsuhiko Shimomukai 

The military subject which Ocho-Kokka faced was Kyoto-hoki (!il)L~jf'g)-an 

armed struggle against Kokuga (~iBT) power by various power which was in 

a district-and to oppress such a struggle Oeho-Kakka formed the peculiar army 

Kokuga-Gunsei through Kokuga. 

In this paper, first, the author regards Kokuga-Gunsei as the army to realize 

"arrest" in a series· of criminal procedures for "Juhan (mID)". Secondaly, the 

author solves concretely how the army was formed and what enabled the 

formation, Finally, the author considers several steps of Kokuga·Gunsei which 

succeeded to the army of Ritsuryo-Kokka (1ft~I'liI'$O and developed into that of 
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Kamakura-bakufu CilHtw,;/ff), and gives his view on the formation of the medieval 

army and the relationship between lord and vassal. 




